
平成25年 ４月教育委員会 
定例会 会議録 

 

１ 日 時 

 

        開 会  平成25年４月25日(木) 13時42分 

        閉 会  平成25年４月25日(木) 14時14分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎会議室１ 

 

３ 出席した委員の氏名 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  岩 館 晴次郎 

        委 員  菊 地 裕 子 

        教育長  菅 原 健 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 委員を除くほか，会議に出席した者の職氏名 

 

        教育部長       松 下 清 昭 

        学校教育課長     鈴 木 俊 仁 

        文化課長       本 間 浩 一 

        図書館長       小山田 文 彦 

 

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  水 野 一 英 

 

７ 会議録署名委員 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  早 瀬 芳 宏 
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〔会議に先立って，学校教育課長の進行により，教育委員会事務局の４月１日付け人事異

動の職員が自己紹介を行った。〕 

 

開 会 （13時42分） 

 

◎守谷委員長 

 ただいまから，平成25年４月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，早瀬委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

 本日の会議に付す事件は，議案第１号から報告第１号までの，以上３案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

なお本日の審議案件３件は人事に関する案件ですので，地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第13条第６項の規定により非公開として進めたいと思いますが，よろしいでし

ょうか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 それでは，議案の審議に入ります。 

  

 議案第１号の非公開案件は，原案のとおり承認される。 

 

 議案第２号の非公開案件は，原案のとおり承認される。 

 

 報告第１号の非公開案件は，報告として受理される。 

 

◎守谷委員長 

 次に，「事業の実施・予定」について，各課からの報告をお願いします。 

〔各課から４月の事業の実施報告，５月の予定報告について説明した。〕 

◎守谷委員長 

次に，学校教育課より情報提供がありますのでよろしくお願いします。 

◎鈴木学校教育課長 

〔平成 25年度伊達市教育委員会定例会のスケジュール等の情報提供を行った〕 

 

◎守谷委員長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成25年４月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （14時14分） 



平成25年 ５月教育委員会 
定例会 会議録 

 

１ 日 時 

 

        開 会  平成25年５月24日(金) 13時11分 

        閉 会  平成25年５月24日(金) 13時38分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎会議室１ 

 

３ 出席した委員の氏名 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  岩 館 晴次郎 

        委 員  菊 地 裕 子 

        教育長  菅 原 健 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 委員を除くほか，会議に出席した者の職氏名 

 

        教育部長       松 下 清 昭 

        学校教育課長     鈴 木 俊 仁 

        生涯学習推進課長   石   秀 隆 

        文化課長       本 間 浩 一 

        図書館長       小山田 文 彦 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  水 野 一 英 

 

７ 会議録署名委員 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  岩 館 晴次郎 
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開 会 （13時11分） 

 

◎守谷委員長 

 ただいまから，平成25年５月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，岩館委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

 本日の会議に付す事件は，議案第１号から議案第３号までの，以上３案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

なお議案第１号は人事に関する案件ですので，地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第13条第６項の規定により非公開として進めたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 それでは，議案の審議に入ります。 

 まず，議案第１号について，学校教育課長から提案理由の説明をお願いします。 

 

議案第１号の非公開案件は，原案のとおり承認される。 

 

◎守谷委員長 

 次に，議案第２号について，学校教育課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎鈴木学校教育課長 

 「議案第２号 伊達市特別支援教育推進委員会への諮問について」をご説明いたします。 

 議案書の４ページをご覧ください。 

 ６月３日に開催を予定しています「伊達市特別支援教育推進委員会」において「平成26

年度就学予定学齢児童生徒の適正就学並びに平成25年度特別支援学級在籍児童生徒の適正

就学に関わる見通し等について」といたしまして，推進委員会に意見を求めるというもの

です。 

 なお，この諮問に対する結果につきましては，例年12月の定例の教育委員会にて答申の

報告をするという流れになっています。 

 以上が提案理由の説明です。 

 

◎守谷委員長 

 議案第２号について，質疑ございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第２号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

議案第２号については，原案のとおり承認されました。 
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次に，議案第３号について，提案理由の説明をお願いします。 

まず学校教育課長から。 

◎鈴木学校教育課長 

 「議案第３号 平成25年度伊達市一般会計補正予算について」を説明いたします。 

 議案書の５ページをご覧ください。 

 本件は，平成25年第２回市議会定例会の議案について，地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第29条の規定に基づき，伊達市長から意見を求められたものです。 

 お手数ですけれども，本日，差し替えをお配りしてあります議案書の７ページをご覧い

ただきたいと思います。 

 「（仮称）伊達市学校給食センター整備事業」につきましては，４月の定例の教育委員会

で情報提供させていただいたところでした。 

 今回の補正につきましては，「事業概要」欄の後段に記載してありますとおり，「本事業

実施のためのアドバイザー業務委託に係る経費」として議案書８ページの「債務負担行為

設定見積書」の3,150万円を債務負担として設定するもの，そしてまた，「民間事業者の選

定に際して設置する外部有識者を含む事業者選定委員会に係る委員報酬及び旅費等」とし

て議案書７ページの「補正予算ヒアリング調書」の47万円を増額補正いたしたいというも

のであります。 

 以上が給食センターに関するものです。 

 続きまして議案書の10ページをご覧ください。 

 「平成25年度北海道道徳教育推進事業」につきましてですが，こちらの「事業概要」に

記載してありますとおり，文部科学省の委託事業である「道徳教育総合支援事業」を活用

して北海道教育委員会が北海道内の14校を対象に行う事業であります。 

 胆振管内では，伊達小学校が，平成24年度，25年度の２年間，胆振教育局から「胆振管

内小・中学校教育実践研究奨励校」の指定を受けて道徳教育の実践研究を行っており，今

年は公開研究大会の実施，地域参観日，道徳副教材の購入などで，事業費31万円の事業を

行いたいというものです。 

 歳入につきましては，議案書の９ページのとおり，先ほどの歳出と同額の31万円を「教

育研究費受託事業収入」として見込んでいるものです。 

 以上が学校教育課に関係する補正予算の提案理由の説明です。 

◎守谷委員長 

 はい，次に生涯学習推進課長。 

◎石生涯学習推進課長 

 議案の11ページ，及び12ページにございます，「スポーツ振興基金」につきまして補正を

させていただいております。12ページでご説明させていただきます。 

 伊達サッカー協会から，まなびの里サッカー場のオープン記念にあたりまして，10万円

の寄付を頂いております。その寄付をスポーツ振興基金へ積み立てするものとして補正を

あげております。 

 続きまして13ページ並びに14から15ページに関してですが，本件は「温水プール備品等

整備事業」ということで，現在建築中でございますけども，温水プールに関して必要な備

品を整理するということで消耗品に当たるもの125万６千円，備品購入に当たるもの3,218
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万５千円，合計で3,344万１千円を増額補正するものでございます。 

 14ページ，15ページには，それらの物品に関しましてリストを付けさせていただいてお

ります。 

 現在プールの方は，この11月末で竣工予定でございまして，その後引渡しを受けてから

備品を搬入する予定となっております。今回トレーニング室の備品につきましては，この

中に含まれていませんが，有酸素系ですとか筋力トレーニング系だとかということで，こ

の後，物品の方の精査をして９月に補正をしたいということで，今回はプールに関する備

品，それから管理に関する備品を計上させていただいております。 

 以上でございます。 

◎守谷委員長 

 次に文化課長。 

◎本間文化課長 

 16ページをご覧頂きたいと思います。「迎賓館改修工事」についてであります。 

 先日開催されました，文化財審議会の中で議題として取り上げられておりますので，新

聞報道等でご覧になっているかと思いますが，文化財審議会の中では「迎賓館の改修につ

いて」という関係を審議していただいています。その中で認められれば６月の補正でやっ

ていきたいという話をしておりましたので，そういう形で先に新聞に出てしまったという

ことを了承していただきたいと思います。 

 迎賓館は明治25年に建築されております。今までも５回に渡りまして改修をしておりま

すが，雨漏りなどがかなりひどくなっておりまして，また今年４月の暴風雨の時にも屋根

の破風が落ちたりと，かなり危険な状態になってます。それで文化財の保護と活用を考え

て，今回全面的な改装を計画しております。 

 今回の補正につきましては，実施設計の委託料として99万９千円を計上しています。 

 以上です。 

◎守谷委員長 

 議案第３号について，質疑ございませんか。 

◎早瀬委員 

 道徳の授業というのは今もしているのですか。伊達小だけで今年はやるのですか。 

◎菅原教育長 

 授業はしています。研究事業として指定を受けてやっていきます。 

◎岩館委員 

 週に１時間ですけどね。 

◎早瀬委員 

 これは６学年全員が伊達小学校の教科書を使って，違う教科書を使ってやるんですか。 

◎岩館委員 

 教科書は無いんですが副読本というのがあって，教科書代わりに資料として使っていま

す。道徳の教科書というのは無いです。 

◎菅原教育長 

 平成23，24年と胆振教育局から指定を受けて２年間やっているのですけども，更にまた

２年間研究するということです。 
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◎守谷委員長 

 副読本はどういうのを使ってるの。 

◎松下教育部長 

 北海道で出しています副教材であります「心のノート」。これはたぶん全国で使っており

ます。今，岩館委員がおっしゃったように教科書というのはございませんので，各学校が

心のノートを使うなり，また別の形で道徳の時間を対応しているものと思います。 

◎守谷委員長 

 教師の裁量というのが多いんですか。副読本を参考にしながら先生にお任せということ

なんだ。 

◎松下教育部長 

 そうですね。 

◎岩館委員 

 あくまでも資料ですので，副読本だけでなくスライドとか紙芝居，テレビとか，様々な

ものを使って構わないんですね。 

◎守谷委員長 

 実際使ってるんですか。テレビとか。 

◎岩館委員 

 使ってますよ。ただ副読本は使いやすものですから，多いということですね。 

◎菅原教育長 

 心のノートは，前の自民党政権時に一度本で出したんですけど，民主党に代わって今度

は本を使わないでネットで出して見てとなったんです。また政権が代わったら，心のノー

トをまた配るということになったようです。 

◎早瀬委員 

 では，道徳の授業というのは先生によって全然違うのですか。 

◎岩館委員 

 違うといいますか，道徳のやらなくてはいけない項目が28，30項目かな，ありまして，

それは絶対やらなくてはいけない。それをやるための資料ですから。まったくでたらめで

はないです。学校の計画に基づいて指導要領に沿った項目を指導しているんですね。 

◎守谷委員長 

 文化財の補正は，あくまでも設計の予算ですね。 

◎本間文化課長 

 はい，今回は設計だけです。 

◎菅原教育長 

 これはあくまでも，どうやって直すのかというのを設計して，それで工事費が出ますの

で。その金額を見ていつやるのかを決めて，うまくいけば今年度中に補正してやれるか，

あるいは来年になるか判りませんけども，工事はまた別に計上します。 

◎守谷委員長 

 工事費はどの位掛かりそうなの。 

◎本間文化課長 

 はっきりしませんが，2,000万から3,000万は掛かるのかなと。 
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◎菅原教育長 

 今回は，外観上の古いところも直すんですけども，中をちょっと直してですね，中に入

った方は分かると思うんですけども，傷んでるんですよね。漆喰をきれいに直したり，そ

こでお茶などができるように，人を呼ぶために畳をきれいにしたり，洋式の間も綺麗に直

して，トイレも付けたいということで一応考えていますけども。 

そういうことで綺麗に直して，いろいろな利活用をしていきたいということです。 

◎守谷委員長 

 これとは別に資料館も建て直すんでしょ。 

◎菅原教育長 

 資料館も建て直す予定です。ただ年次は明確には出来ないですが，公園の関係の事業費

が使えそうなので，その事業を使って新しく建てようかということで。場所は今の黎明観

の物販スペースのところを改築する気でいたんですけども，改築の経費が１億7,000万くら

い掛かるんですよ。それならいっそのこと，その部分を壊して新たに建てた方がもっとい

いのが出来るのではないかと。ですからそれが実現すれば，今の開拓記念館が取り壊しに

なると思います。ただ，公園の事業でやろうということで理事者と話しているのですけど

も具体的な時期というのは，まだこれからになります。 

◎守谷委員長 

 はいよろしいですか。他にありませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第３号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

議案第３号については，原案のとおり承認されました。 

次に，「事業の実施・予定」について，各課からの報告をお願いします。 

〔各課から５月の事業の実施報告，６月の予定報告について説明した。〕 

 

◎守谷委員長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成25年５月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （13時38分） 



平成25年 ６月教育委員会 
定例会 会議録 

 

１ 日 時 

 

        開 会  平成25年６月28日(金) 14時00分 

        閉 会  平成25年６月28日(金) 14時23分 

 

２ 場 所 

 

        旧市民研修センター ２階第３研修室 

 

３ 出席した委員の氏名 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  岩 館 晴次郎 

        委 員  菊 地 裕 子 

        教育長  菅 原 健 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 委員を除くほか，会議に出席した者の職氏名 

 

        教育部長       松 下 清 昭 

        学校教育課長     鈴 木 俊 仁 

        生涯学習推進課長   石   秀 隆 

        図書館長       小山田 文 彦 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  水 野 一 英 

 

７ 会議録署名委員 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  菊 地 裕 子 
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開 会 （14時00分） 

 

◎守谷委員長 

 ただいまから，平成25年６月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，菊地委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

 本日の会議に付す事件は，議案第１号及び報告第１号の，以上２案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 それでは，早速，議案の審議に入ります。 

 まず，議案第１号について，学校教育課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎鈴木学校教育課長 

 「議案第１号 伊達市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則」につ

いてご説明いたします。 

 議案書４ページにあります説明資料をご覧いただきたいと思います。 

この規則の一部改正は文部科学省の通知がございまして，それに基づいて補助対象者が

拡大されたということに伴う規則の改正であります。 

こちらに「新旧対照表」がございますが，右側の「現行」のところをご覧いただきたい

です。別表中の「区分」というところで大きく「１，２，３」と定められております。こ

れが現行です。 

次に左側の「改正案」のところをご覧いただきたいのですが，先ほどの「１，２，３」

の次に大きな「４」として，「上記区分以外の世帯」というのを加えております。このこと

によりまして，上の「区分」のところに「第一種減免」というのがあってその下に「略」

というのが５つ並んでいますが，その左から３番目のところが，内容としては「同一世帯

から３人以上就園している場合の園児，第３子以降」ということの項目でありまして，こ

の区分について減免することとしましたということです。 

このことがすなわち，たくさんの子供がいる世帯に対して配慮した形というようになっ

ています。 

この改正後の減免の限度額の適用については，平成25年４月１日から適用いたしたいと

いうものです。 

以上が提案理由の説明です。 

◎守谷委員長 

 議案第１号について，質疑ございませんか。 

◎早瀬委員 

 幼稚園に３人行けば，３人目がこれだけ。 

◎松下教育部長 

 はい。現実にはさくら幼稚園の部分が該当しますので，今，２クラスしかございません

ので，そこでなかなか３人というのは該当する人はいないのかなと思います。 

◎守谷委員長 

 議案第１号について，ほかに質疑ございませんか。 
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〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第１号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

議案第１号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，報告第１号について，生涯学習推進課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎石生涯学習推進課長 

 「報告第１号 臨時代理の報告について（平成25年度伊達市一般会計補正予算（教育費

関係）について）」をご説明いたします。 

 議案書の９ページからご説明させていただきたいと思います。 

 まず市民研修センターの体育館の耐震診断調査を行う経費として，206万９千円を増額補

正しております。体育館は昭和46年建築でして，現在会議を行っているこちらの施設は昭

和42年に建てられた建物ということで，津波や洪水時の一時的避難場所として活用できな

いかということで，海抜28ｍの区域ですので，今回耐震調査を実施して体育館が利用可能

なのかどうかという点を含めて調査する経費でございます。 

次に10ページをご覧ください。 

こちらは大滝の国際交流ゲストハウスの維持管理経費として，23万１千円を増額補正し

ております。これは大滝のＡＬＴの住居と集会施設兼用で使っているゲストハウスのボイ

ラーが，４月頃から本体接続部で漏水が見られ，20年以上たつということ部品交換もまま

ならず，更新せざるを得ない状況となりました。８月に新たな方が来るというので，今回

ボイラーを更新することとなりました。 

次に11ページでございます。 

館山野球場の改修工事の実施設計を行うものとして，176万４千円を増額補正しておりま

す。具体的な内容は，１つには野球場のフェンス，特に外野フェンスが腐食して倒れ掛か

っているようなところがございます。また金網フェンスでしたので穴が開いている箇所も

多数ありまして，野球連盟で数年前にベニヤを張り，色を塗り補修等を繰り返しているん

ですけども，今回それらの補修に当たっての実施設計を行いたいということです。 

それに合わせて，トイレの水洗化を図れないかということで，トイレの改築もしくは新

築の実施設計を行うということで計上しております。 

 以上であります。 

◎守谷委員長 

 報告第１号について，質疑ございませんか。 

 これは，以前の津波の際に西小の体育館が駄目ということで，光陵中に行きましたね。

今度は光陵中の体育館を使わないで，こっちに避難するんだ。 

◎石生涯学習推進課長 

 災害時には最終的に自治防災課で指示するのですが，その際にどちらを使うか，避難の

種類とエリア，人数によって変わると思います。 
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◎守谷委員長 

総合体育館も使う場合があるの。 

◎石生涯学習推進課長 

 はい，そういう機能を基にして造っていますので。 

◎守谷委員長 

ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

報告第１号については，報告として受理することといたします。 

次に，「事業の実施・予定」について，各課からの報告をお願いします。 

〔各課から６月の事業の実施報告，７月の予定報告について説明した。〕 

 

◎守谷委員長 

 次に情報提供があるのでお願いします。 

 

（食物アレルギーにかかるガイドラインについて，小学校のプール学習等について，学校

開放施設の指定について情報提供が行われた。） 

 

◎守谷委員長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成25年６月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （14時23分） 



平成25年 ７月教育委員会 
定例会 会議録 

 

１ 日 時 

 

        開 会  平成25年７月26日(金) 13時13分 

        閉 会  平成25年７月26日(金) 13時52分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎会議室１ 

 

３ 出席した委員の氏名 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  岩 館 晴次郎 

        委 員  菊 地 裕 子 

        教育長  菅 原 健 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 委員を除くほか，会議に出席した者の職氏名 

 

        教育部長       松 下 清 昭 

        学校教育課長     鈴 木 俊 仁 

        生涯学習推進課長   石   秀 隆 

        文化課長       本 間 浩 一 

        図書館長       小山田 文 彦 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  水 野 一 英 

 

７ 会議録署名委員 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  早 瀬 芳 宏 
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開 会 （13時13分） 

 

◎守谷委員長 

 ただいまから，平成25年７月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，早瀬委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

 本日の会議に付す事件は，議案第１号と議案第２号の，以上２案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 それでは，早速，議案の審議に入ります。 

 まず，議案第１号について，学校教育課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎鈴木学校教育課長 

 「議案第１号 平成25年度伊達市一般会計補正予算（教育費関係）」についてご説明いた

します。 

 議案書の１ページをご覧ください。 

本件は，平成25年第４回市議会臨時会の議案について，地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第29条の規定に基づき，伊達市長から意見を求められたものです。 

 議案書の３ページをご覧ください。 

 「伊達小学校グラウンド等改修事業」についてご説明いたします。大きく二つの工事が

ございます。 

 一つは，伊達小学校のグラウンドが経年劣化により水はけが悪くなっているため，暗渠

排水の工事を行い，土盛りを行う工事であります。 

 もう一つは，バックネットが腐食等により老朽化が進んで危険なことから，現在のもの

を撤去して新設する工事となっております。 

 財源として，国の地域の元気臨時交付金を活用します。 

 次に，議案書の４ページをご覧ください。 

 「伊達中学校（防水及び外壁等）改修事業」についてです。 

 外壁改修は平成18年度から部分的に実施して，平成23年度から年次的に継続して改修を

実施しており，校舎部分につきましては平成24年度ですべて終了しました。 

 体育館の外壁改修がまだ残っておりますので，今回要求するものでありまして，外壁改

修のための足場が組まれることから，あわせて体育館屋根の塗装工事についても同時に行

うものであります。 

 また，平成５年度に増築した１棟校舎北側の増築部屋上が，トップコートの経年劣化が

著しいため防水改修工事を実施するものです。 

 これにつきましても財源としては，国の地域の元気臨時交付金を活用いたしたいもので

す。 

 以上が学校教育課に関係する補正予算の提案理由とさせていただきます。 

◎守谷委員長 

 次に文化課長。 

◎本間文化課長 

 「迎賓館改修事業」について説明させていただきます。 
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 ５月の教育委員会におきまして，迎賓館改修事業の実施設計委託について承認いただき

ました。その実施設計を行ったことによる工事の実施ということで今回あげております。 

 工事の内容としましては，屋根の全面葺きなおし，外壁の取替え，屋内の壁紙張替え，

漆喰の補修，コンセントの増設，トイレの新設等であります。 

 当初，純粋な単費ということも考えられたのですが，若干少なく，2,000万から3,000万

円程度と考えていたのですが，今回，国の地域の元気臨時交付金を使えるということで，

特に贅沢をするという訳ではありませんが，少しでも長持ちするように補修をしたいと思

っております。 

 今回の事業費は3,892万4,000円ですけども，これが交付金の採択になることによりまし

て，前回あげました実施設計の99万9,000円も交付金の対象になるとのことです。 

◎守谷委員長 

 議案第１号について，質疑ございませんか。 

 これは全部該当になると市の持ち出しはないのですか。 

◎松下教育部長 

 ありません。 

◎菅原教育長 

 これらの事業以外にも他にいろいろあります。 

◎守谷委員長 

 伊達小学校グラウンドは10数年前にもやったような。 

◎松下教育部長 

 以前にも計画はありましたが，公認グラウンドの関係で額が大きかったものですから。

今年度も当初予算で上げておりましたが，ヒアリングで予算がつかなかった事業ですけど

も，今回の交付金でやろうということになりました。 

◎守谷委員長 

 雨が降ると水浸しになるのですか。 

◎菅原教育長 

 そうですね，プール状態です。 

◎守谷委員長 

 これをすると水はけが良くなるのですか。 

◎松下教育部長 

 理屈では。 

◎菅原教育長 

 ただ、暗渠工事をしても古くなると詰まってしまって駄目なんです。多分やったからと

いって永久に良いという訳ではなくて，年数が経ったら，また…。 

そもそもグラウンドの土があまり良くないので。特に校舎側から海側，遊具側にかけて

ひどいんですね。 

◎早瀬委員 

 暗渠にするということは，川に流すんですね。 

◎松下教育部長 

 はい。雨水幹線である旧シャミチセ川に。 

◎守谷委員長 
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 議案第１号について，ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第１号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

議案第１号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第２号について，文化課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎本間文化課長 

 「議案第２号 伊達市教育委員会専門委員設置規則の一部を改正する規則」をご説明い

たします。 

 議案書の７ページでご説明させていただきたいと思います。 

 「別表」に「噴火湾文化専門員」「噴火湾の自然・文化・文化財における専門的業務及び

研究に関すること。」「若干名」，担当が「文化課」という部分を追加するという内容でござ

います。 

この専門委員というのは何なのかということでございますが，教育委員会の業務につい

て，ある程度ボランティアでお手伝いをしてもらっている部分があります。ただ，その方

達に何かあった場合に，全く身分が無ければ事故や怪我の場合に何も出来なくなるという

ことで，そういう部分を救いたいということでこのような形にしました。 

議案書の８ページを見ていただきたいのですが，今まで埋蔵文化財専門委員という部分

だけありました。これにつきましては，遺跡の発掘の関係で手伝いをしていただけるとい

う方でして，今までで言うと若い学芸員達が自分の知識を深めるために手伝いに来てくれ

たという部分です。 

今回の噴火湾文化専門委員は，今までの発掘の出土品について研究をしていただくとい

うものです。 

別冊で配布しました，噴火湾文化研究所で作っています「News Letter」の３ページを

ご覧ください。 

そこに載っております「国立歴史民族博物館 西本豊弘教授」が今年の３月に博物館を

退官されました。この方は北黄金貝塚の発掘の時に大変お世話になった方で，考古学の中

でも動物考古学，動物の骨とか魚の骨を専門にしている方です。 

今回退官されたということで，伊達で発掘したものをもう少し研究して整理していただ

けるとの話でして，西本先生は年２回ぐらい，１回に１ヶ月程度，伊達に来て研究をした

いと話をされております。 

このことにつきまして，研究所内で働く分には怪我などは無いと思いますが，通勤，退

勤時に何かあった場合に備えて，このようにしました。 

なお，西本先生につきましては，今後何年間はご協力いただけると聞いております。 

以上でございます。 

◎守谷委員長 

 西本先生の１ヶ月の滞在費はこちらで面倒見ないのですか。 

◎本間文化課長 
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 予算が無いこともあるのですが，西本先生のご好意でこちらに来てくれるということで

す。 

◎守谷委員長 

 議案第２号について，ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第２号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

議案第２号については，原案のとおり承認されました。 

次に，「事業の実施・予定」について，各課からの報告をお願いします。 

〔各課から７月の事業の実施報告，８月の予定報告について説明した。〕 

◎守谷委員長 

 次に情報提供があるのでお願いします。 

（外国語指導助手について，西胆振市町立学校結核対策委員会の廃止について，西小学校

プール開放事業について情報提供が行われた。） 

 

◎守谷委員長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成25年７月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （13時52分） 



平成25年 ８月教育委員会 
定例会 会議録 

 

１ 日 時 

 

        開 会  平成25年８月22日(金) 13時12分 

        閉 会  平成25年８月22日(金) 13時52分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎会議室１ 

 

３ 出席した委員の氏名 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  岩 館 晴次郎 

        委 員  菊 地 裕 子 

        教育長  菅 原 健 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 委員を除くほか，会議に出席した者の職氏名 

 

        教育部長       松 下 清 昭 

        学校教育課長     鈴 木 俊 仁 

        生涯学習推進課長   石   秀 隆 

        文化課長       本 間 浩 一 

図書館長       小山田 文 彦 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  水 野 一 英 

 

７ 会議録署名委員 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  岩 館 晴次郎 
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開 会 （13時12分） 

 

◎守谷委員長 

 ただいまから，平成25年８月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，岩館委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

 本日の会議に付す事件は，議案第１号及び議案第２号の，以上２案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 それでは，早速，議案の審議に入ります。 

 まず，議案第１号について，生涯学習推進課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎石生涯学習推進課長 

 「議案第１号 伊達市総合体育館条例の一部を改正する条例」についてご説明いたしま

す。 

 議案書の１ページから10ページをご覧ください。 

本件につきましては，建設中のプール，トレーニング室に関しまして総合体育館条例の

一部を改正するものでございます。 

議案書の５ページの新旧対照表を元にご説明させていただきたいと思います。 

今回，総合体育館の一部分の施設ということで，玄関は共用でございまして温水プール

とトレーニング室を建築中でございます。改正案にございますとおり，温水プール，トレ

ーニング室についての開館時間，休館等，必要な事項を定めております。 

５ページの「別表第２」につきましては，これまでのメインアリーナ等に加えまして，

温水プール，それから一部６ページになりますがトレーニング室の開館時間，休館日を定

めております。特に温水プールですが，開館時間を午前９時から午後９時までと，休館日

を基本的には月曜日と定めておりまして，現在の市民プールは４月から11月までの開設期

間ですが，通年開設にしようかと考えております。 

６ページの「別表第３」をご覧ください。こちらは温水プールの利用料金を定めており

ます。「個人利用」と「専用利用」で記載のとおりでございますが，特にこれまでに無い部

分としまして，「定期券」の「３ヶ月券」「６ヶ月券」，それからそれぞれに「特別券」とい

うのを設けております。これにつきましては「備考欄の２」にございます，「特別券は平日

の午前９時から午後３時まで」として平日の日中における利用の促進をしたいということ

で設けております。定期券そのものは，健康づくり，体力づくりを継続的に使っていただ

きたいということで，割安感を持たせてこの定期券を設定したものでございます。 

７ページの「備考欄７」にありますとおり，「定期券の期間中は当該定期券の区分により

トレーニング室及びランニングコースを無料で利用できるものとする。」ということで，こ

ちらも更なる利用促進を高めたいと考えたものであります。 

「別表第４」につきましてはトレーニング室の利用料金について記載しております。こ

れにつきましては，現在のカルチャーセンターにあるトレーニング室の料金と変更してお

りません。「備考３」にありますとおり，「トレーニング室を利用する場合，ランニングコ

ースを無料で利用できるものとする。」ということで，より一層の利便を図りたいと考えて

おります。 
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次に７ページから10ページにかけて附則を記載しております。今回の改正に伴いまして，

他の条例も改正等がございます。「議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に

関する条例の一部改正」，現在の市民プールを規定しております「伊達市体育施設条例の一

部改正」，そしてトレーニング室に関しまして「だて歴史の杜カルチャーセンター条例の一

部改正」，これらが関連条例の附則の中で削除，または改正を行うものでございます。 

以上でございます。 

◎守谷委員長 

 議案第１号について，質疑ございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第１号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

議案第１号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第２号について，提案理由の説明をお願いします。 

◎石生涯学習推進課長 

 「トレーニング室備品等整備事業」でございます。 

 議案書の13ページから14ページになります。 

 先ほどの条例改正に伴いまして，６月補正でプールに使います管理備品を補正させてい

ただいたところですが，この度９月の第３回定例会におきまして，トレーニング室の備品

関係について補正するものでございます。 

14ページに購入する予定の備品一覧を付しております。有酸素系のマシン，筋力系，ま

た女性・高齢者対応用にということで油圧系，それと体力測定用の備品を整備したいと考

えております。有酸素系につきましては14ページにある番号で言いますと，１番から５番

までが有酸素系のマシンでございます。６番から15番までが筋力系，20番から25番までが

油圧系となっておりまして，総額としては3,107万円ということで計上しております。 

今回プールと同時に補正できませんでしたのは，特殊な機械ということで専門業者から

アドバイスをいただいて，今回作るトレーニング室のスペース，また今後はハード面だけ

ではなくソフト面のメニューの構築も踏まえた状態でいかなければならないだろうという

ことで，若干遅れて９月になったんですけども，これらの機器の購入を補正するものでご

ざいます。 

次に15ページになります。「温水プール・トレーニング室維持管理費」ということで合計

293万8,000円を計上しております。 

こちらにつきましては，温水プール，トレーニング室が11月末を工期に竣工を予定して

おります。引渡し後，来年４月までの間，維持管理費が少なくとも伴ってくるということ

で，指定管理が始まる前でございますので，市の方で経費を負担することになります。 

主だったものとしましては，委託料35万6,000円ということで，実際オープンはしていま

せんが週１回の清掃，また運用開始前の受水槽の清掃ですとか水質検査，これらの経費を

組んでおります。 

それと負担金補助ということで，258万2,000円組んでおりますが，こちらにつきまして
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は竣工後，電気の契約電力が変更になります。また，上下水道料も運用開始前に掛かって

くるということでございまして，こちらについては現在の総合体育館の電気設備，給排水

設備と共用しているところがございまして，通常単独での契約が出来ないということがあ

るものですから，こちらについては総合体育館の指定管理者と協定を結んで，負担金とし

て市が支出をする形で組んでおります。 

以上でございます。 

◎守谷委員長 

次に文化課長。 

◎本間文化課長 

まずは「縄文遺跡世界遺産登録推進経費」でございます。 

これにつきましては，現在，世界遺産の登録ということで，候補にはなっているのです

が，まだ推薦されていないという形で，今は活動をしているところでございます。 

それで文化庁から，いくつもの遺跡があるんですけども，それぞれ保存計画は立ててい

るんですが，「統一したような形で作りなさい」ということで「専門家をお願いして検討委

員会を作りなさい」との通知がきております。 

それで，それぞれの市町村で１つずつ作るとなると５市町となるのですが，専門家が限

られていて，だいたいどこも同じ人になってしまうため，それでは頼まれる専門家も大変

だということで北海道が動きまして，函館を中心に５市町が１つの検討委員会を作って，

その中で５市町の遺跡を全部検討していただくということでどうだろうという話がきてお

ります。 

年に数回，１回で全部の遺跡を検討すると経費的にも，専門家の方達にも良いだろうと

いうことで提案されているもので，５市町で総額を割りまして，１市10万8,000円というこ

とで計上しております。 

次に「（仮称）総合文化展示館整備事業」ですが，記念館の老朽化に伴いまして，記念館

の武家文化財と縄文関係の文化財，それとアートビレッジ事業に伴いまして絵画等の美術

品を購入したり寄託を受けているものがあります。それらを総合的に展示して保管できる

施設を旧黎明観の物販スペースに建設したいと検討しております。その施設のあり方や建

て方について検討していただくということで，検討委員会を設置したいと考えております。 

検討委員の内容につきましては，博物館担当の専門職の方１名と市内の文化関係の有識

者の方達にお願いをいたしまして，今年度で３回開催したいと考えております。その中で

報償費と旅費と役務費ということで計上させていただきます。 

以上でございます。 

◎守谷委員長 

 議案第２号について，質疑ございませんか。 

◎早瀬委員 

 今，カルチャーセンターにある運動の機材も使うのですか。 

◎石生涯学習推進課長 

 購入してから20年も経つ機材ばかりですので，ダンベルにしましても持ち手がぼろぼろ

だったり，本体は使えるのですが見た目の問題もありまして。現在，指定管理者である体

育協会に他の施設で使えないかという協議をしたいと思っております。 

 現在，ランニングマシン２台のうち１台は故障がちということで難しいかなと。もう一
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台も中古で購入したものなので，いつまで使えるかわからない状態です。他に使えるバイ

クが６台あるのですが，そのうち何台かはまだ利用が可能かなと見ております。 

 それらが他の体育施設，または払い下げという方式がとれるのかどうかも検討しようか

と考えています。 

◎守谷委員長 

 トレーニング室というのは，プールの中に作るの。 

◎石生涯学習推進課長 

 現在作っている所が，プールの部分が観覧席も含めて約1,900㎡のスペースがあります。

それに付随してといいますか，区分はされているのですが，そちらにトレーニング室とし

て約360㎡のスペースを持つ予定となっています。 

◎守谷委員長 

 今までのカルチャーセンターのトレーニング室はどうなるの。 

◎石生涯学習推進課長 

 施設全体としては，メセナ協会の指定管理の中の一部分なので，現在悩んでいるのは，

施設そのものは来年３月末で移転してしまうのですが，その後の活用が庁内での検討とし

ては，保育所の再編計画の中の部分ですとかがありまして，そちらでの活用を具体的にこ

れから詰めていかなければならないかなというようになってはいます。 

 それまでの間，電気などの共用部分もあるものですから，そういった整理も含めてこれ

から具体的に詰めていくところでございます。 

◎守谷委員長 

 温水プールはペレットを使うでしょう。「ペレットは未定」と書いてあるけど，夏も冬も

やるのだからすごい額になるでしょう。 

◎石生涯学習推進課長 

 今回，総合体育館も暖房がペレットなんですけども，当初見込んでいた量よりも，暖房

としては使っています。420万の見込みが結果として５百数十万の決算となっていますので，

温水プールもペレットなものですから，それらをトータルすると１千数百万にはなるので

はないかなと。今回４月からの指定管理での運用を考えているんですけども，４月からの

指定管理に向けて，恐らくペレット代だけでも，今回プール，トレーニング室が増えるん

ですが，それだけで７百数十万くらいの経費が掛かってくるのではないかと。 

◎守谷委員長 

 体育館より掛かるわけだ。 

◎石生涯学習推進課長 

 そうですね。温水の循環ですから。 

◎早瀬委員 

 あと，プールですけども，室蘭のペトトル館とかは歩くコースとか子供用にかさ上げし

たりしてますけども，そのようなこともやるのですか。 

◎石生涯学習推進課長 

 25ｍプールなんですけども，水深が１ｍ10cm，一部分が１ｍ35cmということで飛び込み

の出来るような構造になっております。 

 そちらについては小学生の利用もあるだろうということで，７コースの内１コース分を

プールフロアだとかで嵩上げをして，水深を80cmくらいの対応で，６月の備品購入の中に
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プールフロアという項目も１つあったんですけども…。 

◎菅原教育長 

 図面を見ての方が分かると思いますので，図面を今，用意します。 

ランニングマシンとかバイクの利用が他の市町村を見ても多いようでして，それを今以

上に増やしています。 

（図面を配布しプールやトレーニングルームの位置を説明する） 

◎守谷委員長 

 トレーニングルームは会議室も含めて。 

◎石生涯学習推進課長 

トレーニングルームは可動式の間仕切りで一部会議室となりまして，例えばプール利用

時に間仕切りをして大会などの本部にしたりと。通常，観覧室やトレーニングルームとし

ての利用など臨機に使えるようなスペースにしています。 

 先ほどの話に戻りますが，25ｍプールの右側に採暖用のジャグジー，そして水深40cm幼

児用プール，歩行用プールは水深１ｍとなっています。 

◎早瀬委員 

25ｍプールはスロープで入れるようになっているんですか。 

◎石生涯学習推進課長 

 はい。25ｍプールも歩行者用のプールも車椅子での入水も想定していて，スロープでの

入水を可能にしています。 

◎守谷委員長 

 サウナルームもあるのですか。 

◎石生涯学習推進課長 

 はい，採暖室としてあります。 

◎守谷委員長 

 議案第２号について，その他に質疑ありませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第２号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

議案第２号については，原案のとおり承認されました。 

次に，「事業の実施・予定」について，各課からの報告をお願いします。 

〔各課から８月の事業の実施報告，９月の予定報告について説明した。〕 

◎守谷委員長 

 次に情報提供があるのでお願いします。 

（カルチャーセンター大ホール及び講堂の空調設備更新に伴う利用の一時休止について情

報提供が行われた。）  

 

◎守谷委員長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 
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 これをもちまして，平成25年８月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （13時52分） 



平成25年 ９月教育委員会 
定例会 会議録 

 

１ 日 時 

 

        開 会  平成25年９月27日(金) 13時14分 

        閉 会  平成25年９月27日(金) 13時46分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎会議室１ 

 

３ 出席した委員の氏名 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  岩 館 晴次郎 

        委 員  菊 地 裕 子 

        教育長  菅 原 健 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 委員を除くほか，会議に出席した者の職氏名 

 

        教育部長       松 下 清 昭 

        学校教育課長     鈴 木 俊 仁 

        生涯学習推進課長   石   秀 隆 

        文化課長       本 間 浩 一 

図書館長       小山田 文 彦 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  水 野 一 英 

 

７ 会議録署名委員 

 

        委員長 守 谷 保 夫 

        委 員 菊 地 裕 子 
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開 会 （13時14分） 

 

◎守谷委員長 

 ただいまから，平成25年９月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，菊地委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

 本日の会議に付す事件は，選挙第１号，指定第１号の以上２案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 選挙第１号，指定第１号は，人事に関する案件ですので，地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第13条第６項の規定により非公開として進めたいと思いますが，よろしいで

しょうか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

選挙第１号「委員長の選挙について」は、守谷委員を教育委員長に選任する。 

 

指定第１号「委員長職務代理者の指定について」は、早瀬委員を委員長職務代理者に指

定する。 

 

◎守谷委員長 

次に，「事業の実施・予定」について，各課からの報告をお願いします。 

〔各課から９月の事業の実施報告，10月の予定報告について説明した。〕 

◎守谷委員長 

 次に情報提供があるのでお願いします。 

（平成25年度全国学力・学習状況調査について，学校職員の処分結果について情報提供が

行われた） 

（早瀬委員，菊地委員より北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会への参加報告が行わ

れた。） 

◎守谷委員長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成25年９月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （13時46分） 



平成25年10月 教育委員会 
定例会 会議録 

 

１ 日 時 

 

        開 会  平成25年10月25日(金) 13時37分 

        閉 会  平成25年10月25日(金) 13時55分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎会議室１ 

 

３ 出席した委員の氏名 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        教育長  菅 原 健 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 委員を除くほか，会議に出席した者の職氏名 

 

        教育部長       松 下 清 昭 

        生涯学習推進課長   石   秀 隆 

        文化課長       本 間 浩 一 

図書館長       小山田 文 彦 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  水 野 一 英 

 

７ 会議録署名委員 

 

        委員長 守 谷 保 夫 

        委 員 早 瀬 芳 宏 
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開 会 （13時37分） 

 

◎守谷委員長 

 ただいまから，平成25年10月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，早瀬委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

 本日の会議に付す事件は，議案第１号の１案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 議案第１号は，人事に関する案件ですので，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第13条第６項の規定により非公開として進めたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 それでは，議案の審議に入ります。 

 

 議案第１号の非公開案件は，原案のとおり承認される。 

 

◎守谷委員長 

次に，「事業の実施・予定」について，各課からの報告をお願いします。 

〔各課から10月の事業の実施報告，11月の予定報告について説明した。〕 

◎守谷委員長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成25年10月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （13時55分） 



平成25年11月 教育委員会 
定例会 会議録 

 

１ 日 時 

 

        開 会  平成25年11月26日(火) 14時40分 

        閉 会  平成25年11月26日(火) 15時36分 

 

２ 場 所 

 

        東小学校 １階 会議室 

 

３ 出席した委員の氏名 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        教育長  菅 原 健 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 委員を除くほか，会議に出席した者の職氏名 

 

        教育部長       松 下 清 昭 

        学校教育課長     鈴 木 俊 仁 

        生涯学習推進課長   石   秀 隆 

        文化課長       本 間 浩 一 

図書館長       小山田 文 彦 

        伊達・壮瞥 

学校給食組合所長   飯 尾 敦 司 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  水 野 一 英 

 

７ 会議録署名委員 

 

        委員長 守 谷 保 夫 

        委 員 平 田 賢  弘 
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開 会 （14時40分） 

 

◎守谷委員長 

 ただいまから，平成25年11月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，平田委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

 本日の会議に付す事件は，議案第１号から報告第１号までの，以上７案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 それでは，早速，議案の審議に入ります。 

 議案第１号について，生涯学習推進課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎石生涯学習推進課長 

 お手元の議案４ページでご説明申し上げたいと思います。 

本案件ですけども，「財産の取得について」ということで，現在建築中の総合体育館のト

レーニング室のマシン類の整備にあたって，今年の９月に補正予算を提出しております。

その後，10月29日に業者３社で入札を執行しまして，４ページに記載のとおり「43品目72

個」，「消費税を含めて2,903万2,500円」ということで，５番目に記載しております，「株式

会社スポーツハウス伊達店」が落札したものでございます。 

一番下段に議案に掛かる法的根拠ということで，「地方自治法第96条第１項第８号，並び

に議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条」に基づきまし

て金額が2,000万を超えるということで，現在仮契約中でございますが，12月開催の第４回

定例会に正式契約の提案をするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

◎守谷委員長 

 議案第１号について質疑ございませんか。 

 これは，プールに置くのですか。 

◎石生涯学習推進課長 

 建築中のプール棟のトレーニング室に入れるマシン，体力測定の機械等でございます。 

◎早瀬委員 

 カルチャーセンターの古い機械の処分は決まっているのですか。 

◎石生涯学習推進課長 

 基本的に壊れている部分もあって，一部半年位残っているんですけども，それらの一部

修繕をかけながら，傷んでいる部分の処分費などを現在調査しています。 

処分にあたっても産廃の取り扱いになるようで，使える部分については，今後検討して

いきたいと考えていますが，基本的に廃棄ということで考えております。 

◎守谷委員長 

 カルチャーセンターのトレーニング室は，何も使わないのでしょう。 

◎石生涯学習推進課長 

 そちらの方は，平成26年度中に処分をして，今のところ活用の方向としては保育所再編

計画でいう支援センターの部分も一部には話があるので，そういった方向性が決定するま
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で空いた状態になる予定です。 

◎守谷委員長 

他に質問ございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第１号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第１号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第２号について，生涯学習推進課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎石生涯学習推進課長 

 「公の施設に係る指定管理者の指定について」でございます。 

議案につきましては，７ページから12ページにかけてでございます。７ページの議案第

４号でご説明申し上げたいと思います。 

本件につきましては，記載のとおり「平成26年４月１日から平成31年３月31日までの５

年間」カルチャーセンターの管理運営を行わせる指定管理者としまして，「ＮＰＯ法人伊

達メセナ協会」を指定し，12月の第４回定例議会に承認を受けるため議案提案するもので

ございます。 

 今回の選定に当たりましては，10月11日から30日まで指定管理者の募集を行いました。

結果，記載のとおり伊達メセナ協会１者から応募がありまして，11月８日選定委員会を行

い，このような形で議案提案することになりました。 

 説明は以上でございます。 

◎守谷委員長 

 議案第２号について質疑ございませんか。 

 前回も５年間でしたか。 

◎石生涯学習推進課長 

 平成18年からこの制度が始まったので，３年，５年となっています。 

◎早瀬委員 

 12ページの評価で，Ｅ委員の方が非常に厳しい評価をなさっているのですが，何か個人

的な意見があったのですか。 

◎松下教育部長 

 私もこの評価委員の中に入っています。確かに，このお一人の方から評価項目全体にお

いて他の委員よりも評価点がかなり低いと。そしてこの評価から言いますと，公平性と効

率性がすごく低いということになります。 

この中で，あくまでも採点された方がどういう風に判断したかまではお答えできないの

ですが，この項目中では利用者サービスに活かす具体的な意見の聴取について，例えば，

プレゼンですとか事業計画書を多分この委員さんは見られて，それに対する評価だと思い

ますので，例えば効率性についての促進のための方策ですとか，情報収集，提供のあり方

等々について，やはり今一つ感じるところが少なかったのかなという感じでいます。 
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◎早瀬委員 

 今後の何かプラスになるような意見をお持ちなのであれば，私もメセナの一員なので，

何か意見があるのであればいい方向に活かせるので。 

◎松下教育部長 

逆に言えば，プレゼンの中にも各委員から意見が出ていますので，それを基にしまして

メセナのプレゼンに来られた方に聞けば，その時のやりとりの中で判断していただければ

と思います。 

◎守谷委員長 

他に質問ございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第２号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第２号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第３号について，生涯学習推進課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎石生涯学習推進課長 

 同じく，「公の施設に係る指定管理者の指定について」でございます。 

議案の15ページから18ページに本件が記載されております。15ページで説明させていた

だきます。 

 本件につきましては，総合体育館の温水プール，それからトレーニング室につきまして

記載のとおり，「平成26年４月１日から平成28年３月31日まで２年間」の管理運営を行わ

せる指定管理者といたしまして，２番目に記載しております「ＮＰＯ法人伊達市体育協会

及び株式会社苫小牧スコーレ共同事業体」ということで，12月議会に提案するものでござ

います。 

 今回につきましては10月３日から募集開始をしまして，10月25日までに２者から応募が

ございました。記載の共同事業体と，もう１件，都市総合開発という苫小牧の会社でござ

いますが，２者から応募がございまして，16ページ以降選定の概要，並びに18ページに選

定の告示関係の資料がついておりますけども，12月７日に選定委員会を開催しまして，先

程ご説明が漏れましたけども，７日にそれぞれの事業者からのプレゼン，事前に提出のあ

った事業計画書，それらを元に記載の選定委員により質疑，また評価をいただいた上で，

18ページにございますとおりの結果を元に，11月８日公表したところでございます。 

 説明は以上でございます。 

◎守谷委員長 

 議案第３号について質疑ございませんか。 

 ２者から１者に選んだのですね。指定管理業者に決まった株式会社苫小牧スコーレとは

どういう会社なのですか。 

◎石生涯学習推進課長 

 提案のあった苫小牧スコーレもそうなんですが，それぞれ苫小牧方面のプールの指定管



 - 4 - 

理を現在行っている会社です。 

もともと，スコーレは深川市に本社がある広野スポーツがベースとなり設立した会社で，

いくつものグループ企業になっているそうです。苫小牧スコーレがその一員になっており

まして，現在，千歳市の温水プールの指定管理を平成24年からやっているという話を受け

ましたし，苫小牧市の沼ノ端スポーツセンターの指定管理を請け負っています。 

道立青年の家の指定管理者もやっていたりですとか，そういう実績がある会社だと聞い

ております。 

◎守谷委員長 

 どっちが主体になるのでしょうか。 

◎石生涯学習推進課長 

 記載の上では，体育協会が代表事業者という形で提出されております。今回募集要項の

中にもあるのですけども，温水プールの管理運営にあたって基本的にプールの監視員です

とか，この辺が警備業法のこともあって簡単に委託みたいな形で運営できないというのが

背景にありました。 

 それで直営で，自社の社員で監視員を置くか，もしくは警備業法の資格を持っていると

ころに委託をするか，そういう方法しかないというようなことも昨年出まして，体育協会

が現在総合体育館の指定管理をしていますので，そこや市内の中を見ましても，なかなか

それを担えそうな事業者というのが，そう無いのではないかということもございまして，

共同事業体での応募も可能だということを元に，そういったプールでの監視，またトレー

ニング室，温水プールでのいろんな教室のメニューですとか，そういったノウハウを持ち

合わせているところを広く応募したいということで共同事業体のかたちで応募して来たと

いう流れになっています。 

◎守谷委員長 

 苫小牧スコーレが監視員などを手配すると。 

◎石生涯学習推進課長 

 そういう形で運営することになると思います。体育協会はハード面といいますか，事務

的な管理，施設管理。運営面ですとかそういったところは苫小牧スコーレで行うのではな

いかと聞いております 

◎早瀬委員 

 今後も体育館とプールは別の管理者でいくのですか。 

◎菅原教育長 

 指定管理については，今回は２年間ですけども，体育館は４年でして，２年後に一緒に

なる予定です。 

◎平田委員 

 その時に改めて指定をしてということですね。 

◎石生涯学習推進課長 

 はい。総合体育館一つとして指定管理を行うということです。 

◎守谷委員長 

他に質問ございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり。〕 
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◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第３号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第３号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第４号について，学校教育課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎鈴木学校教育課長 

 議案第４号「伊達・壮瞥学校給食組合の解散について」ご説明いたします。 

 資料につきましては19ページから22ページまでとなります。 

本案件は，地方自治法第 288条の規定により学校給食業務を共同処理しておりました伊

達・壮瞥学校給食組合が平成26年３月31日限りで解散することについて，同法第290条の規

定により議会の議決を求めるものであります。 

 解散の理由につきまして，ご説明いたします。 

 伊達・壮瞥学校給食組合は，現在，伊達市内及び壮瞥町内の17の小中学校に対して元町

調理場と大滝区共同調理場において給食を提供しております。元町調理場については昭和

44年１月の供用開始から44年を経過しておりまして，施設の老朽化が著しいという理由も

ありますので，新たな学校給食センターの整備に向けた検討を行ってまいりました。 

 その結果，伊達市といたしまして，新たな給食センターを学校給食のみの施設としてで

はなく，災害時における避難所への食事の提供などが可能となる施設として，伊達市が事

業主体となり，元町調理場と大滝区共同調理場を統合して整備を進めることといたしまし

た。 

 よって，給食組合については平成25年度末をもって解散するものとしまして，今後の整

備については，伊達市教育委員会において進めるというものであります。 

 なお，給食組合解散後の壮瞥町への給食提供については，壮瞥町からの事務の委託を受

け，従前同様に学校給食を提供するものであります。 

 以上です。 

◎守谷委員長 

 議案第４号について質疑ございませんか。 

 新しく出来るのは，予定としてはいつですか。 

◎鈴木学校教育課長 

 平成29年１月くらいにはと。 

◎守谷委員長 

 では，解散した後４年間くらいは，伊達市の給食センターということですね。 

◎鈴木学校教育課長 

 そのとおりです。 

◎守谷委員長 

 これは補助金でするのですか。 

◎菅原教育長 

 合併特例債を考えています。文科省の補助を使うと給食の供給以外には使えないんです。
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補助ですと縛りがあるので，合併特例債を使えば避難所への配食の他に食育の拠点として

も活用ができるので，１つの施設の中でいろいろな事業が展開できるということです。 

◎守谷委員長 

他に質問ございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第４号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第４号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第５号について，学校教育課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎鈴木学校教育課長 

 議案第５号「伊達・壮瞥学校給食組合の解散に伴う財産処分について」ご説明いたしま

す。 

 本案件は，先ほどの議案第４号と関連するものであります。地方自治法の第289条の規定

に基づき，関係する壮瞥町と協議を行いたいので，同法第290条の規定により議会の議決を

求めるものであります。 

 財産処分につきましては，27ページにお示ししたとおりでございまして，「１ 財産処分

の内訳」において「伊達・壮瞥学校給食組合の財産は，伊達市にすべて帰属させる。」とし，

「２ 給食費未収金の取扱い」において「伊達・壮瞥学校給食組合の解散時の給食費未収

金については，当該市町が引き継ぐ。」というものです。「３ 剰余金の取扱い」において

「伊達・壮瞥学校給食組合の解散に伴う平成25年度剰余金については，伊達市と壮瞥町の

平成25年度負担金割合に応じて解散時に各市町に配分する」ものであります。 

 以上です。 

◎守谷委員長 

 議案第５号について質疑ございませんか。 

 剰余金なんてあるのですか。 

◎菅原教育長 

 あります。24年度で300万くらいでしたか。 

◎飯尾伊達・壮瞥学校給食組合所長 

 25年度予算で，全て執行する訳ではないので必ず残りが出ます。その部分を配分すると

いうことです。 

◎早瀬委員 

 基金を配分するわけではないのですね。 

◎菅原教育長 

 基金は伊達市が引き継ぎます。25年度の事業が全て終わって，いくらか残っていると思

うのですが，それを分けるということです。今までは，その余ったお金の１割が繰越金で

９割を基金に積み立てたのですが，今回はそれを配分するということです。 

◎守谷委員長 
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 物品の部分は壮瞥町に払うということはあるのですか。 

◎菅原教育長 

 剰余金の部分だけの配分で，物品類は全部伊達で引き継ぎます。 

 結局この先も，壮瞥町から負担金をもらって今までどおりするので，物品類は全部伊達

市が引き継いでするということです。 

◎松下教育部長 

 基金についても壮瞥町にはお話して，このまま伊達市の財産にしてしまって，今度新し

い給食センターを建てる時の何かに使うという形で了解を得ています。 

◎平田委員 

 25年度の剰余金は基金に積み立てず配分するのですか。 

◎飯尾伊達・壮瞥学校給食組合所長 

 そうです。 

◎守谷委員長 

他に質問ございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第５号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第５号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第６号について，学校教育課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎鈴木学校教育課長 

 議案第６号「教育委員会の点検・評価について」ご説明いたします。 

 本件につきましては，10月25日に開催されました委員協議会におきまして，素案につい

て協議していただいたところでございます。 

 今回は，外部評価者の意見を付したものを議案として提出いたしますので，承認してい

ただきたく提案するものでございます。 

 以上です。 

◎守谷委員長 

 議案第６号について質疑ございませんか。 

◎菊地委員 

 今回から外部の評価が３人になったのは，ちょっと広がりがあって良かったと思います。 

◎守谷委員長 

他に質問ございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第６号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 
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◎守谷委員長 

 議案第６号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，報告第１号について，生涯学習推進課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎石生涯学習推進課長 

 報告第１号についてご説明させていただきます。 

82ページから84ページに付けさせていただいています。82，83ページにつきましてです

が，今年７月３日付で伊達警察署から記載のとおり「子どもの健全育成サポートシステム

の一部改正について」要請と言うことで文書が寄せられてきております。この「子どもの

健全育成サポートシステム」なんですけども，平成17年１月11日付で伊達警察署長と当時

の教育長，能登教育長でしたが，その間で締結されている協定でございます。 

改正の部分につきましても，伊達警察署の方から，下段の方に趣旨も含めて記載をして

おりますが，84ページでご説明させていただきたいと思います。 

 変更協定書（案）ということで，先程申しました平成17年１月11日に締結をされている

この協定書の一部につきまして，記載のとおり変更したいというものでございます。 

 第１条，第２条につきましては，一部語句等の修正がございます。 

大きな部分ですが第３条に，現在結んでいます協定書の第４条を連絡の対象事案という

ことで，第４条に「甲」，これは伊達警察署ですが，（１）では「甲」から市立学校への

連絡対象事案，（２）では，学校から伊達警察署への連絡対象事案ということで，１番大

きな部分，（１）でいえば（カ）に「いじめその他児童生徒の生命，身体又は財産に危害

が及ぶおそれがある場合」。それから（２）ウに「犯罪行為として取り扱われるべきと認

められるいじめ事案で甲との連携が必要と認められる事案」。それぞれ連絡の対象事案と

して，これらが盛り込まれたものでございます。 

もともと当時協定の段階では，少年非行ですとか，そちらを中心に多様化，深刻化して

いるというような背景を元に協定が結ばれているんですけども，この度ここ何年か前にあ

りました，いじめを苦にした自殺などを受けて，北海道教育委員会と北海道警察でも，こ

の協定に関して変更協定が結ばれているということでございまして，伊達警察署からこの

ような変更協定の締結について要請があったものでございます。 

 周辺の室蘭市，登別市，豊浦町，壮瞥町ともすでに結んでおりまして，明日付けで伊達

市教育委員会も変更協定を締結したいと考えておりますので，ご報告申し上げます。 

◎守谷委員長 

 報告第１号について質疑ございませんか。 

◎早瀬委員 

 追加されたと言うことですね，（カ）とウが。 

◎石生涯学習推進課長 

 そうです。そこが大きな変更点です。今までもいじめへの対応はあったのですが，（イ）

にあります「他の児童生徒に影響が及ぶ場合」の運用の中で取り扱ってきたと。それをい

じめとはっきり明示することで，より円滑に連携をしていきたいというのが今回の改正の

趣旨だということです。 

◎守谷委員長 

 現実に，いじめの問題で警察に連絡したものがあるのですか。 
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◎石生涯学習推進課長 

 直接はこちらに情報が入ってこないので。警察および学校間でこれまで，このサポート

システムの協定に基づいた取り扱いが何件あったかだというのは抑えていません。 

◎菅原教育長 

 いじめだけで警察が動くということは無いと思います。いじめが深刻になって，学校現

場でも大変となれば警察ともタイアップをとってということになると思うんですけども。

そこまで深刻な問題は今のとこと無いので。 

 文科省からも警察と連携をとるようにと通知がきてますから。 

〔「なし」と叫ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 報告第１号については，報告として受理することといたします。 

次に，「事業の実施・予定」について，各課からの報告をお願いします。 

〔各課から11月の事業の実施報告，12月の予定報告について説明した。〕 

◎守谷委員長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成25年11月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （15時36分） 



平成25年12月 教育委員会 
定例会 会議録 

 

１ 日 時 

 

        開 会  平成25年12月20日(金) 13時10分 

        閉 会  平成25年12月20日(金) 13時50分 

 

２ 場 所 

 

        市役所 第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した委員の氏名 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        教育長  菅 原 健 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 委員を除くほか，会議に出席した者の職氏名 

 

        教育部長       松 下 清 昭 

        学校教育課長     鈴 木 俊 仁 

        生涯学習推進課長   石   秀 隆 

        文化課長       本 間 浩 一 

図書館長       小山田 文 彦 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  水 野 一 英 

 

７ 会議録署名委員 

 

        委員長 守 谷 保 夫 

        委 員 菊 地 裕 子 
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開 会 （13時10分） 

 

◎守谷委員長 

 ただいまから，平成25年12月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，菊地委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

 本日の会議に付す事件は，議案第１号と報告第１号の以上２案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進めてまいりますが，報告第１号は人事に関する案

件ですので，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第６項の規定により非公開

とし，関係部課長以外にも退出していただいて進めたいと思いますが，よろしいでしょう

か。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

それでは，早速，議案の審議に入ります。 

 議案第１号について，学校教育課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎鈴木学校教育課長 

 議案第１号「伊達市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則」について，ご説明いたし

ます。 

 さくら幼稚園が平成26年度末をもって閉園いたしますので，平成25年度の３歳児募集停

止に続いて，平成26年度の募集におきまして４歳児を募集停止とし，このたび，定員と学

級編成に関係する部分の規則の一部改正を行うものであります。 

 ３ページの説明資料をご覧ください。 

 第３条で「入園の資格」，第４条で「定員」，第５条で「学級の編制」について一部改正

を行い，第６条の「保育区分」については削除する改正を行うものです 

 以上です。 

◎守谷委員長 

 議案第１号について質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第１号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第１号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，「事業の実施・予定」について，各課からの報告をお願いします。 

〔各課から12月の事業の実施報告，１月の予定報告について説明した。〕 

◎守谷委員長 

 次に，報告第１号を審議しますので，関係部課長以外の方は退席願います。 

 （報告第１号に係る関係者以外の部課長は退席する｡） 

 

報告第１号の非公開案件は，原案のとおり受理される。 
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◎守谷委員長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成25年12月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （13時50分） 



平成26年１月 教育委員会 

定例会 会議録 
１ 日 時 

 

        開 会  平成26年１月24日(金) 13時15分 

        閉 会  平成26年１月24日(金) 14時02分 

 

２ 場 所 

 

        市役所 第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した委員の氏名 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        教育長  菅 原 健 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 委員を除くほか，会議に出席した者の職氏名 

 

        教育部長       松 下 清 昭 

        学校教育課長     鈴 木 俊 仁 

        生涯学習推進課長   石   秀 隆 

        文化課長       本 間 浩 一 

図書館長       小山田 文 彦 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  水 野 一 英 

 

７ 会議録署名委員 

 

        委員長 守 谷 保 夫 

        委 員 早 瀬 芳 宏 
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開 会 （13時15分） 

 

◎守谷委員長 

 ただいまから，平成26年１月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，早瀬委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

 本日の会議に付す事件は，議案第１号から報告第３号までの以上５案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進めてまいりますが，議案第１号は人事に関する案

件ですので，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第６項の規定により非公開

として進めたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは，早速，議案の審議に入ります。 

 

議案第１号の非公開案件は、原案のとおり承認される。 

 

◎守谷委員長 

 次に，議案第２号について，生涯学習推進課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎石生涯学習推進課長 

 議案５ページからになります。「伊達市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条

例」につきましてご説明申し上げたいと思います。 

 議案８ページに新旧対照表がございまして，こちらを元にご説明させていただきます。 

今回の改正ですが，改正の趣旨に記載しておりますが「地域の自主性及び自立性を高め

るための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」，略して第３次一括法と

いわれているものですが，地方分権改革の一環として地方公共団体に対する国の義務付け

ですとか枠付け，それらを順次国の方で見直しております。 

 今回，昨年６月にこの法律が成立しているのですが，全部で74の法律が改正されており

ます。この改正された法律の中の一つに社会教育法がありまして，こちらの一部改正で，

これまでありました社会教育委員の委嘱基準，これらが削除されました。削除されたこと

で，地域の実情に応じて条例等で委嘱の基準を定めることとされたものです。 

これを受けまして，市の条例を現状を踏まえ，新旧対照表の３番目にございますとおり，

第２条に「家庭教育の向上に資する活動を行うもの」を加えて，今回改正したいというも

のでございます。 

以上です。 

◎守谷委員長 

 議案第２号について，質疑はございませんか。 

 これは，国の法律で変わったのですか。 

◎石生涯学習推進課長 

 はい。国の法律である社会教育法に社会教育委員の基準が元々記載されていました。そ

の中に学校教育ですとか社会教育の関係者，また家庭教育の向上に資する活動を行うもの

だとか，ということで委員の基準があったのですが，それらを地域の実情に応じて，それ

ぞれ自治体で定めることとして，義務付けといいますか，枠が削除されたものです。それ
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に伴って条例の方で，今回一部はこのように既に謳っておりますけども，そこの中に今回

「家庭教育の向上に資する活動を行うもの」が，これまでの条例に記載が無かったので，

これらを盛り込んで現状の委員の中に，こういう活動をされている方，既に選任しており

ますので，それらを踏まえた，現状に合わせた改正をしたものでございます。 

◎守谷委員長 

 伊達市ではこうなっているけども，他の市町村ではこうなってはいないと。 

◎石生涯学習推進課長 

 さまざまだと思います。公募による委員を選任する公募の要件を謳うところもあり，ま

た条例ではなく規則であったり，高校生だとか中学生だとか，その辺は市町村の基準の考

え方で変えていっていいという趣旨になっております。 

省令も発出されていまして，元々あった基準の趣旨を十分参酌して，改正してください

ということは流れているのですが，私ども，ここの部分を改正してですね，既にこの条項

も平成13年くらいから家庭教育の分野についてはあったようでございますので，今回これ

に合わせて改正したいと思いました。 

◎菅原教育長 

 社会教育委員の人数と学校教育，社会教育，家庭教育，学識経験の割合は。 

◎石生涯学習推進課長 

 条例と別に定める部分で事務の取扱要領を設けておりまして，現状でいいますと，学校

教育関係者では校長会の会長ですとか，あと高校から校長先生に出ていただき，社会教育

からは市Ｐ連の会長を要請して委嘱をしていたりですとか。例えばご説明で改正しようと

した家庭教育の関係は，子育て支援の活動をされている方，ドロップというサークルがあ

るのですが，その代表の方。社会教育では，文化協会の会長ですとか。学識経験者として

は，元幼稚園の先生であったり，校長先生であったりですとか。全体で12人おります。 

◎守谷委員長 

 ほとんどが，家庭教育の向上に必要な人ばかりだ。 

 他はよろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第２号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第２号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，報告第１号について，文化課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎本間文化課長 

 議案９ページから12ページになります。「財産の取得について」であります。 

 史跡北黄金貝塚公園用地の購入であります。地方自治法と議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例の規定によります，取得価格が2,000万円以上，面積が

5,000平方メートル以上となることから，議会の議決が必要となる案件となっています。 

 全体で17筆，面積が5万4,330.57平方メートル，取得価格は5,673万1,997円となります。 

 所有者の方は４人記載していますが，ご夫婦で共有名義の方もいますので，実際は３件
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となります。 

 上坂さんの仮契約が12月27日で締結させていただいたので，今回の委員会に提出させて

いただきました。 

 以上です。 

◎守谷委員長 

報告第１号について，質疑はございませんか。 

これは新聞にも出ていましたね。 

◎本間文化課長 

 はい。 

◎守谷委員長 

 これは取得して，ここで発掘するのですか。何のために取得したのですか。 

◎菅原教育長 

 これは，既に３年かけて調査は終わっていまして，ここに遺跡があるのが確認されたの

で。 

◎本間文化課長 

 平成22年から３年かけて発掘調査しまして，昨年の２月に国に対して史跡の公告をいた

だくということで申請を上げておりまして，去年の10月に史跡の告示がされたということ

で事業を始められたということになっております。 

◎菅原教育長 

 国の方で指定を受けて，国から金が来るわけです。あと道と市のほうで負担して，取得

する場合，道と市が１割ずつ，国が８割となっています。 

◎守谷委員長 

 すると，今回，市は１割の500万程度。 

◎菅原教育長 

 そうですね。これで購入して，国は保全しなさいということですから。これを開発しな

いようなかたちで，市で買い取って保全するということです。 

◎早瀬委員 

 図面で見ると，近くに住宅地があるのですが。分譲されているような。 

◎本間文化課長 

 これは，むかし流行った有姿分譲というかたちで，図面上でだけ分けられています。 

◎早瀬委員 

 では，造成も開発もされていない。ただ，一つ一つに地主だけ存在するということです

ね。もしこの先，遺跡が広がるとなると。 

◎本間文化課長 

 一応，これ以上は無いだろうという事で。既存の分とそのまま繋がった部分だけとなっ

ています。 

◎菅原教育長 

 一番下の「75-41」に住宅がありますが，これも買い上げします。移転補償ですね。 

◎早瀬委員 

 地名の中に「用悪水路」とありますが。こういう名称なのですか。 

◎本間文化課長 
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 水路は，登記上「用悪水路」という名前になってしまして，実際ここは水路ではなく畑

の一部分になっています。 

◎守谷委員長 

 他に，質問ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 報告第１号については，報告として受理することといたします。 

 次に，報告第２号について，文化課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎本間文化課長 

 これも史跡北黄金貝塚公園に関するものでございます。15ページをお開きください。 

 先程，教育長が話をされた「75-41」の部分にある住宅と農業用倉庫の補償の関係であり

ます。当初，考えていた構造と倉庫等の構造が違っていたということで，補償調査業務を

行ったところ，かなり高い金額が出ました。当初は，今年の予算では無理だということで，

来年も続けて，２年続けさせてほしいと国にはお願いしたのですが，来年になると（補助

が）つくかどうか分からないと。今年は若干あまっているので，今年やるのならばいいで

すよ，となりまして今回補正で増額をお願いしたということです。 

◎守谷委員長 

 補償費が1,400万円ですか。 

◎本間文化課長 

 はい，今回追加しました。 

◎菅原教育長 

 補償費はもっと多いです。6,000万円くらいです。その他に，土地の測量ですとか不動産

鑑定士に委託した分ですとか，そういった分はまだ入ってきますので，総体では補正後の

１億3,453万5,000円，だいたいこの金額になります。 

◎守谷委員長 

 今年なら，国から８割出るというわけですね。 

◎菅原教育長 

 そうです。 

◎守谷委員長 

報告第２号について，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 報告第２号については，報告として受理することといたします。 

 次に，報告第３号について，教育部長から提案理由の説明をお願いします。 

◎松下教育部長 

 報告第３号「平成26年度教育行政推進に関する予算について」です。 

この件につきましては，教育費全体にかかる部分ですので，私から説明させていただき

ます。 

まず始めに伊達市の予算編成状況について若干説明させていただきたいと思います。 

一般財源ベースでの収支につきましては，予算要求段階で約17億円の不足が生じてまし

た。その後，財政調整を行いまして，最終的に６億1,000万円の財源不足となり，この財源
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不足につきましては，財政調整基金の取り崩しを予定しているところでございます。予算

規模につきましては，前年度当初予算ベースで約22億4,000万円増の約186億9,000万円とな

っています。 

次に，教育費の臨時事業について議案の18ページから26ページに記載しています事業に

ついてご説明いたします。 

まず始めに学校教育課でありますが，新規事業が21事業で継続事業が38事業の59事業を

要求しましたが，新規事業でゼロ査定となった事業につきましては，№15 東小学校トイレ

改修工事ほか４事業となっております。主な新規事業についてでありますが，№１ 大滝区

教職員住宅建設事業で建設にかかる経費8,504万円であります。また№53～55までの給食セ

ンターにかかる経費につきましては，平成26年度から，今までの一部組合を解散し，今後

は伊達市が単独で運営することになりますので，それにかかる経費でございます。なお，

この経費につきましては，今までは一部事務組合へ負担金として支出していた経費でござ

います。 

次に，22ページの生涯学習推進課でありますが，新規事業が９事業で継続事業が10事業

の全体で19事業を要求しましたが，新規事業でゼロ査定となった事業は，№18 Ｂ＆Ｇ海洋

センター改修事業であります。この施設は取り壊しが必要な施設でありますので，６月以

降に補正予算で対応することとなっております。主な新規事業につきましては，№５ 大滝

基幹集落センター改修工事7,522万2,000円と№16 総合体育館温水プール及びトレーニン

グ室運営管理委託料4,900万円であります。 

次に，24ページの文化課でありますが，新規事業が11事業で継続事業が８事業の19事業

を要求しましたが，新規事業でゼロ査定は，№７ 公用車購入と№10 維持管理経費の２事

業であります。主な新規事業につきましては，№４ 同人展開催経費1,378万円と№６ アト

リエ改修工事6,420万8,000円であります。 

最後になりますが，26ページの図書館です。新規事業と継続事業で３事業であります。

事業につきましては記載のとおり，新規事業としまして，№１ 会議室用机の購入と№２ 多

目的トイレ改修工事となっております。 

以上で報告第３号の説明とさせていただきますが，詳細につきましては質疑の中で担当

課長から聞いていただきたいと思います。 

◎守谷委員長 

報告第３号について，質疑はございませんか。 

 査定に数字が入っているのは，認められたということですか。 

◎松下教育部長 

 そうです。 

◎守谷委員長 

 体育協会に関するものについては，4,000万円とか合わせていくと，３億円ぐらいになり

ますか。 

◎石生涯学習推進課長 

 今回，総合体育館の温水プールで4,900万円，総合体育館については提案いただいた時の

管理料で4,708万2,000円，他の野球場ですとか体育施設で2,148万4,000円となってますの

で，１億円くらいで…。 

◎守谷委員長 
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 維持費はすごくかかりますね。 

◎早瀬委員 

指定管理ですね。メセナもそうですし。 

◎守谷委員長 

 それにしても，結構な額になっていますね。 

◎早瀬委員 

 それでも市が直接やるよりは安くなっているはずですよ。 

◎石生涯学習推進課長 

 利用料金制度もとっていますので，収入があればそれなりかもしれないのですが，利用

料が少なければ，その分のリスクは体育協会の方が背負ったかたちで受けていることにな

ります。 

カルチャーセンターの方は，使用料金は，まだ利用料金制度をとっていませんので，直

接，市の歳入扱いですから，純然たる管理運営にかかる経費9,720万円となっています。 

◎守谷委員長 

 №53の元町給食センター運営管理費は建てる経費も入っているのですか。 

◎鈴木学校教育課長 

 これは，入っていないです。嘱託職員や臨時職員を雇っている経費だとか，一般的な需

用費，センターを運営している中での維持管理の委託料とか，そういった部分の経費です。 

◎守谷委員長 

 現状の経費ですね。 

◎鈴木学校教育課長 

 そうです。 

◎早瀬委員 

 №27の教師用コンピュータというのは，１人に一台支給されるような格好ですか。 

◎鈴木学校教育課長 

 もうされております。 

◎早瀬委員 

 それをＸＰから７なり８に変えていくと。 

◎鈴木学校教育課長 

 そのとおりです。 

◎菊地委員 

 トイレの改修工事が小学校と中学校に見受けられたのですけども，これは洋式化が随分

進んできている状況ですよね。これが，東小学校が今年できなかったというのですが，そ

れが無くても何とかやっていける状況なのでしょうか。 

◎松下教育部長 

 元々ですね，学校の中で洋式トイレというのは今も全てではないのですが，ある程度の

数はあります。ただ，個数が足りないのでもっと増やしていこうという話なんですが，平

成25年度は光陵中学校と有珠小学校を実施したんですけども，今回，教育委員会では計画

的に２校あげたんですけども，やはり全体の改修計画を明確にしてくれと財政部局から言

われましたので，そういう明確な計画というのはとりあえず持ち合わせていなかったので，

今年は駄目でしたが，来年以降も要求していきたいと思っております。 
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◎平田委員 

 №35，37の伊達中学校グラウンド防球フェンス改修工事，大滝中学校校舎屋体外壁改修

工事が要求されていますが，安全性とか危険性とかで要求された部分もあると思うのです

が，これらは今年度は大丈夫ということでの判断なんでしょうか。 

◎鈴木学校教育課長 

 まず伊達中学校のフェンスですが，確かに今もフェンスはございます。それが，老朽化

しているので更新したいということで，高さも高くするとか，そういったことでの要望は

したのですが，見送りということでの判断を受けました。 

大滝中学校についても，毎年要望はあげているのですが，まだ，それほど雨漏りが厳し

いのでなければ，もう少し様子を見て見送りということです。 

◎平田委員 

 早急な危険性は，特にあるわけではないということですね。 

◎鈴木学校教育課長 

 そういうことです。 

◎早瀬委員 

 №８のレイクカウチン中学生派遣事業ですが，新規となっていますが，これは今回初め

て，毎年やっていたものではないのですか。 

◎松下教育部長 

 初めてではないです。１年置きなんです。 

◎早瀬委員 

 それで，新規なんですね。１年２年が一緒に行くと。 

◎菅原教育長 

 おととしに行っています。去年は来ました。 

◎守谷委員長 

 止めた時もありましたね，震災の時に。 

◎早瀬委員 

 新規というより，隔年でやっているということですね。 

◎菅原教育長 

 そうです。 

◎守谷委員長 

 1,000万円かかるんだ。 

◎菅原教育長 

 そうですね。これは，大滝の振興基金を使っているので，合併する時に３億円くらいあ

りましたので，それを取り崩して財源に充てていますので。市税は入っておりません。 

◎守谷委員長 

 １年生と２年生合わせて何人いるのですか。 

◎鈴木学校教育課長 

 20人です。あと引率の先生と行政関係者が随行で。 

◎平田委員 

 大滝中学校の生徒にしてみれば，大変いいですね。貴重な経験を。 

◎松下教育部長 
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 ただ，教育長が言いましたように基金を使ってやっていますので，無くなった場合にど

うしようかとなりますね。 

◎早瀬委員 

 壮瞥町もフィンランドの方としていますね。 

◎平田委員 

 東小学校の亘理町への派遣というのは，どこからお金が出ているのですか。 

◎松下教育部長 

 学校間でやっていますね。市教委で携わっているのは送迎だけはやりましょうというこ

とで，職員が公用車を運転して送迎しています。 

◎平田委員 

 費用は学校間で出しているということですか。 

◎松下教育部長 

 そうですね，学校の経費です。 

◎守谷委員長 

 トータルでは出ていないけど，予算は７，８億円ぐらいですか。 

◎菅原教育長 

 調べます。 

 その他、大滝の基幹集落センターの改修が7,000万円くらい。ここは，体育館の床がコン

クリートなので，そこを木に変えるということで。 

◎守谷委員長 

 №53の元町給食センター運営管理費は，給食費をいれたら，こんなにはならないでしょ

う。 

◎菅原教育長 

 これは入っています。 

◎早瀬委員 

 差し引きではない。 

◎菅原教育長 

 給食費は材料費だけです。業者に委託して作ってもらう経費がかかってきまして，この

２億3,269万8,000円は材料費も含めた額です。 

◎守谷委員長 

 材料費の部分は，給食費で引かれると。 

◎菅原教育長 

 給食費は市の歳入として入ってきますから。全体で大滝も入れて２億7,000万円くらいで

すか，全体事業費が。 

◎守谷委員長 

 市に戻ってくるのは１億円以上でしょう。 

◎菅原教育長 

 １億2,000万円くらい負担しています。壮瞥町が1,400万円くらい負担となります。 

◎松下教育部長 

 すみません，教育費の臨時事業総体ですが，11億2,000万円でした。 

◎守谷委員長 
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 昔は，７，８億円というイメージがあったけど。 

◎菅原教育長 

 給食センター関係が増えた分だと思います。 

◎守谷委員長 

 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 報告第３号については，報告として受理することといたします。 

 次に，「事業の実施・予定」について，各課からの報告をお願いします。 

〔各課から１月の事業の実施報告，２月の予定報告について説明した。〕 

 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成26年１月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （14時02分） 



平成26年２月 教育委員会 

定例会 会議録 
１ 日 時 

 

        開 会  平成26年２月７日(金) 13時15分 

        閉 会  平成26年２月７日(金) 14時38分 

 

２ 場 所 

 

        市役所 第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した委員の氏名 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        教育長  菅 原 健 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 委員を除くほか，会議に出席した者の職氏名 

 

        教育部長       松 下 清 昭 

        学校教育課長     鈴 木 俊 仁 

        生涯学習推進課長   石   秀 隆 

        文化課長       本 間 浩 一 

図書館長       小山田 文 彦 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  水 野 一 英 

 

７ 会議録署名委員 

 

        委員長 守 谷 保 夫 

        委 員 平 田 賢 弘 
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開 会 （13時15分） 

 

◎守谷委員長 

 ただいまから，平成26年２月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，平田委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

 本日の会議に付す事件は，議案第１号から議案第６号までの以上６案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 それでは，早速，議案の審議に入ります。 

 まず，議案第１号について，学校教育課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎鈴木学校教育課長 

 議案第１号「伊達市学校給食センター条例について」ご説明いたします。 

 平成26年第１回市議会定例会の議案として提案するにあたり，伊達市長から意見を求め

られたものです。 

 内容につきましては，議案書３ページと４ページにお示ししております。 

 本件は，伊達・壮瞥学校給食組合の解散に伴い，伊達市及び壮瞥町が設置している小学

校12校及び中学校７校に対する学校給食業務を伊達市が事業主体となって実施するため，

伊達市学校給食センターの設置について定める条例を制定するものであります。 

 なお，施行日は，本年４月１日とするものであります。 

 以上です。 

◎守谷委員長 

 議案第１号について質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第１号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第１号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第２号について，学校教育課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎鈴木学校教育課長 

 議案第２号「伊達市学校給食施設整備基金条例」についてご説明いたします。 

 平成26年第１回市議会定例会の議案として提案するにあたり，伊達市長から意見を求め

られたものです。 

 内容につきましては，議案書７ページと８ページにお示ししております。 

 本件は，伊達・壮瞥学校給食組合の解散に伴い，伊達市がその財産を引き継ぎ，学校給

食施設整備などに必要な事業に要する経費の財源に充てるため「伊達市学校給食施設整備

基金」設置についての条例を制定するものでありまして，内容としましては，基金への積

立て，基金の管理，運用益金の処理，処分及び繰替運用に関する規定などについて定める

ものです。 
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 なお，施行日は，本年４月１日とするものです。 

以上です。 

◎守谷委員長 

 議案第２号について，質疑はございませんか。 

◎菅原教育長 

 基金の金額は，最初どのくらい積み立てるのですか。 

◎鈴木学校教育課長 

 約6,000万円を見込んでいます。 

◎守谷委員長 

 まるまる，6,000万円がすぐに自由に使えるわけではないでしょう。 

◎菅原教育長 

 そうですね，施設整備をするときに取り崩して使うために積み立てる基金です。 

◎守谷委員長 

 他にありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第２号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第２号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第３号について，学校教育課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎鈴木学校教育課長 

 議案第３号「壮瞥町から学校給食センター（元町調理場）の運営に係る事務の受託につ

いて」をご説明いたします。 

 平成26年第１回市議会定例会の議案として提案するにあたり，伊達市長から意見を求め

られたものです。 

 内容につきましては，議案書11ページから14ページまでにお示ししております。 

 本件は，伊達・壮瞥学校給食組合解散後の壮瞥町内の小中学校４校に対する給食提供が，

本年３月31日をもって無くなることから，学校給食センターの運営に係る事務を，地方自

治法の規定に基づいて伊達市が事務の委託を受けることについて，壮瞥町と協議を行いた

いので，議会の議決を求めるものです。 

 事務の委託に関する規約につきましては，委託事務の範囲，管理及び執行の方法，経費

の負担及び予算の執行，決算の場合の措置，連絡会議，条例等改廃の場合の措置などにつ

いて定めるものです。 

 以上です。 

◎守谷委員長 

議案第３号について，質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 今まであった伊達・壮瞥学校給食組合の職員は，伊達市の職員ではないと思いますが，

今後，受託が伊達市になった場合，職員は伊達市の職員になるのですか。 
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◎菅原教育長 

 伊達市の職員として引き継ぐかたちになります。もともと，１人は市から派遣した所長

がいますから，嘱託職員が１名，臨時職員が２名いるのですが，これも伊達市が引き継ぐ

ことになります。 

◎早瀬委員 

調理員として働いている方は。 

◎菅原教育長 

それは，委託業務として給食調理と配送を委託契約していますので，その契約も伊達市

が引き継ぎます。 

◎平田委員 

 第８条の連絡会議ですが，連絡会議の構成員はどういう方々ですか。 

◎鈴木学校教育課長 

構成員については，基本的には市と町の職員が入るかたちをとります。給食を運営する

方の運営委員会と異なって，市と町の間の契約ですので，その中での決算とか予算の報告

だとか，そういったことを調整する連絡会議です。 

◎守谷委員長 

 他にありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第３号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第３号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第４号について，学校教育課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎鈴木学校教育課長 

 議案第４号「平成25年度伊達市一般会計補正予算（教育費関係予算）について」をご説

明いたします。 

 平成26年第１回市議会定例会の議案として提案するにあたり，伊達市長から意見を求め

られたものです。 

 学校教育課分について，ご説明いたします。 

 まず，17ページの「学校維持管理費」については，小学校分の増額補正で，重油や灯油

の単価上昇，電気料金の値上げ等により支出増加が見込まれることによる需用費の増額補

正です。 

 次に，18ページの「伊達小学校グラウンド等改修工事」については，入札差額による工

事請負費の減額補正です。 

 なお，議案書に誤りがありまして，「事業概要」の欄に「及び財源振替」とあります。お

手数をおかけしますが，この文字「及び財源振替」を削除してください。 

 次に，19ページの「要保護及び準要保護児童援助費」については，小学校分の減額補正

で，年度当初認定者数が当初見込数より少なくなり，各支給項目の支給額が減となったこ

とによる扶助費の減額補正です。 
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 次に，20ページの「教師用コンピュータ整備事業」については，小学校分の減額補正で，

入札差額による備品購入費の減額補正です。 

 次に，21ページの「学校維持管理費」については，中学校分の減額補正で，前年度実績

に基づく支出見込みによる需用費の減額補正と，入札差額による委託料の減額補正です。 

 次に，22ページの「教師用コンピュータ整備事業」については，中学校分の減額補正で，

入札差額による備品購入費の減額補正です。 

 次に，23ページの「伊達中学校体育館等改修工事」については，工事請負費の財源振替

です。 

 28ページをお開きいただきたいのですが，こちらにまた「伊達小学校グラウンド等改修

工事」が掲載されていますが，先ほど18ページでご説明したものと同じものであり，議案

書を調製する際のミスでした。お手数をおかけしますが，このページを削除してください。 

 以上が学校教育課に関するものです。 

◎石生涯学習推進課長 

 生涯学習推進課関連の補正予算に関する部分について説明します。 

 議案24ページになります。「児童生徒文化・スポーツ振興基金積立金」につきましては，

全国規模の大会の出場にあたりまして，小学校，中学校に在籍する児童生徒に対して公布

する補助金の財源に充てる基金でございます。今年度の取り崩しが約540万円で，残り数ヶ

月ございますが，それらの財源に充当することで残高が470万円ほどになります。26年度も

今年度同様600万円を予定していまして，基金の残高を1,000万円にするということで補正

するものであります。 

 次に，25ページになります。同じく「児童生徒文化・スポーツ振興事業補助金」につい

てでございます。こちらについては，今年度の執行状況が現在６件で490万円ほど執行して

おります。残りの２ヶ月の中で，どの程度出てくるかということがあるのですが，概ねこ

の金額を減額して，経費の方は大丈夫であろうということで，今回減額の補正をあげさせ

ていただいております。 

 次に，27ページになります。こちらについては一部訂正がございます。事業名「大滝交

際交流」となっておりますが，「大滝国際交流」の誤りでございます。お手数ですが訂正

願います。 

 こちらのゲストハウスの維持管理費についてですが，昨年８月に大滝の国際交流派遣員

が交代しております。それまで居住していたご家族の状況が説明欄にありますとおり，２

名から６名に家族構成が変わっておりますので，そういった要因，また灯油価格等の高騰

によりまして，需用費関係が現行予算で不足するというような状況で，15万円ほど増額補

正させていただいております。 

次に，29ページになります。「トレーニング室備品整備事業」ですが，入札差額として

203万7,000円を減額するものでございます。 

以上です。 

◎本間文化課長 

文化課の補正予算について説明させていただきます。 

26ページになります。「迎賓館改修事業」についての財源の振り替えになっております。 

もともと，予算として3,990万円ほどありましたが，現在，工事費と委託費を合わせまし

て，契約しているのが3,600万円ほどなっております。これにつきましては，改修工事なも
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のですから，工事中に何かがあったら必要になるということで，どうしても予算を少し残

した形で工事を発注しております。これから若干予定していなかった部分が出てくるとい

うことで，工事の設計変更が出てくるのですけども，この地域の元気臨時交付金財源を１

月中旬くらいに確定させるということで，その時点で契約されている3,600万円だけが，こ

の財源を使えることになっております。ですから，今後若干の設計変更で増があるのです

が，それについては全て単費で対応するということを財政から言われています。その分で

交付金の391万5,000円が使えなかったということで，この分を減額しております。 

以上です。 

◎守谷委員長 

議案第４号について，質疑はございませんか。 

◎菊地委員 

 語句の質問ですが，準要保護とは，どういう状態なのでしょうか。 

◎鈴木学校教育課長 

 まず，要保護というのは生活保護です。準要保護というのは，それに準ずるというもの

なのですが，その家庭の年間所得が生活保護基準の1.1倍ということで，それ以下の方が該

当になる世帯の児童生徒を準要保護児童生徒というものです。 

◎菊地委員 

 はい，わかりました。 

◎早瀬委員 

 １月１日現在，273名ということは，要保護の方11名と262名が準要保護の方ですよとい

う意味でいいですか。 

◎松下教育部長 

 そうですね。 

◎菅原教育長 

 中学校費の減額で，学校維持管理費の中で委託料200万円減額になっているけども，これ

はどんな内容なんですか。 

◎鈴木学校教育課長 

 学校に関する委託業務というのは，浄化槽の維持管理ですとか，ボイラーの点検ですと

かの業務がだいたい20本くらいあります。それぞれ一本ずつ委託の契約を結んでいまして，

当初予算で組んでいた額に対して契約額が下がります。その不用額というもので積み上げ

たものが，この232万9,000円いう数字となっております。 

大きなものでいえば，先ほど言った浄化槽維持管理委託，消防設備点検業務委託，ある

いは地下タンクの定期点検清掃業務委託などが大きなものとしてあります。 

◎菅原教育長 

 小学校の方は大丈夫なんですね。 

◎鈴木学校教育課長 

 小学校の方でも，委託料について積み上げた不用額の合計は80万円程ですけども，減額

補正するには至っていない額となっています。 

◎平田委員 

 24ページの「児童生徒文化・スポーツ振興基金積立金」ですが，残高が常に1,000万円以

上になることで予算を組まれているようですが，これはやっぱり平成25年度の支出が今ま
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でより多かったということで補正するということですか。 

◎石生涯学習推進課長 

 平成24年度当初は，ここまでの金額ではありませんでしたが，途中で伊達中のサッカー

部が全国大会出場となりまして，その際に補助対象として約270万円位かかるような状況に

なった際に，いろいろ内部の方で協議しまして，基金の財源も年度で考えれば1,000万円を

目安に積み立てていく方針になりまして，それに見合うような形で今回積み立てるという

ことです。 

◎菅原教育長 

 来年も，また３月辺りに，不足分については1,000万円まで積むということですか。 

◎石生涯学習推進課長 

 そうなります。財政状況にもよりますが。 

◎守谷委員長 

 他にありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第４号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第４号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第５号について，教育部長から提案理由の説明をお願いします。 

◎松下教育部長 

それでは，議案第５号「平成 26年度伊達市一般会計予算（教育費関係予算）」について

各細目の増減となった理由を主な事項を上げてご説明いたします。 

まず始めに，教育委員会費ですが，前年度比 5万 3,000 円の減額となっております。こ

れは，本年度，旭川市で開催されました北海道都市教委連の定期総会が，来年度は滝川市

で開催されますので，その旅費の減額であります。 

次に，事務局費ですが，前年度比 1,659 万 4,000円の減額となっております。これは，

平成 26 年度から給食センターの運営が伊達市直営となりますことから，伊達・壮瞥学校給

食組合への負担金の減額が 1 億 1,119万 3,000円で，増額分の新たなものとしては，大滝

区教職員住宅建設事業費 8,504万円など，負担金補助と臨時事業費の増減によるものであ

ります。 

次に，教育研究費ですが，前年度比 12 万円の減額となっております。これは，学校教育

指導，研究奨励経費と学力向上実践事業費の減額によるものであります。 

次に，特別支援教育推進費ですが，前年度比 2万 9,000 円の増額となっております。こ

れは，その他特別支援教育推進経費の支援員・介護員のバス遠足等の随行に係る旅費の増

額によるものです。 

次に，学校保健会費ですが，前年度比 52 万 1,000 円の増額となっております。これは，

アレルギー対応に関する関係で，学校保健会の開催を年１回だったものから２回開催にし

たことと，照度計購入に係る経費の増額によるものです。 

次に，国際理解教育費ですが，前年度比 1,016万 1,000 円の増額となっております。こ
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れは，大滝中学校のレイクカウチン町への交流事業費の増額によるものです。 

次に，小学校費の学校管理費ですが，前年度比 1,884万 5,000 円の増額となっておりま

す。これは，学校維持管理経費の増と伊達西小学校遊具改修工事，プール上屋シートの購

入などによる増額であります。 

次に，教育振興費ですが，前年度比 546 万 7,000円の増額となっております。これは，

伊達西小学校，関内小学校及び星の丘小学校の児童用コンピュータの更新に係る経費の増

額であります。 

次に，中学校費の学校管理費ですが，前年度比 1,406万 6,000 円の増額となっておりま

す。これは，光熱水費と伊達中学校グラウンド照明設置工事による増額であります。 

次に，教育振興費ですが，前年度比 332 万 2,000円の増となっております。これは，伊

達中学校の卓球台の購入に係る経費などの増額であります。 

次に，幼稚園費ですが，前年度比 6 万 2,000 円の増額となっております，これは，廃園

に向けた各種団体の脱退による負担金の減額と，それに出席していた旅費の減額。増額分

としては，閉園に向けての記念誌の印刷経費が増額となり，その差額による増額でありま

す。 

次に，社会教育費の社会教育総務費ですが，前年度比 3,000円の減額となっております。

これは，社会教育委員の費用弁償の減額によるものです。 

次に，生涯学習推進費ですが，前年度比 8 万 3,000 円の増額となっております。これは，

三市合同女性国内派遣研修事業の職員随行旅費の増額によるものです。 

次に，文化振興費ですが，前年度費 9,045 万 5,000 円の増額となっております。これは，

美術品の購入事業とアトリエ改修工事の増額によるものであります。 

次に，文化財保護費ですが，前年度比 1億 1,448万円の減額となっております。これは，

北黄金貝塚史跡買上事業が今年度で完了したため減額となったものです。 

次に，青少年教育費ですが，前年度比 15 万 5,000 円の増額となっております。これは，

テレホン相談用の電話をフリーダイヤルへ変更するために増額となったものであります。 

次に，開拓記念館費ですが，前年度比 11 万 5,000 円の増額となっております。これは，

記念館運営管理費の増額であります。 

次に，市民研修センター費ですが，前年度比 4万 9,000 円の減額となっております。こ

れは，今までの実績に沿って修繕費を増額やし，燃料費を減額したことによるものです。 

次に，図書館費ですが，前年度比 120万 5,000円の増額となっております。これは，ブ

ックスタート事業の絵本購入費と多目的トイレの改修工事，会議用机の購入費の増額であ

ります。 

次に，基幹集落センター費ですが，前年度比 7,074 万 9,000円の増額となっております。

これは，改修工事に係る経費の増額であります。 

次に，国際交流ゲストハウス費ですが，前年度比 159万 1,000 円の増額となっておりま

す。これは，外壁等塗装工事費の増額によるものです。 

次に，カルチャーセンター費ですが，前年度比 415 万 8,000円の減額となっております。

これは，指定管理料の減額によるものです。 

次に，保健体育費の体育振興費ですが，前年度比 33 万円の減額となっております。これ

は，昨年度は，伊達市でバレーボールの北海道中学校体育大会が開催されたため補助金を

見ていましたが，今年度はその分がなくなりましたのでそれに伴う減額であります。 
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次に，学校施設開放事業費ですが，前年度比 74万 7,000 円の増額となっております。こ

れは，業務委託費の単価の増と伊達西小学校のバレーボール備品の購入に伴う増額であり

ます。 

次に，体育施設費ですが，前年度比 1億 332 万 4,000円の増額となっております。これ

は，温水プール及びトレーニング室の指定管理に伴う運営管理委託料と館山野球場の改修

事業に伴う経費の増額であります。 

次に，学校給食費ですが，平成 26年度初めての細目であります。これは，給食センター

を伊達市が運営していく経費でありまして，新たに 2億 8,887 万 8,000円を計上しており

ます。 

教育費全体で，14 億 1,772万 4,000円で前年度比 4億 7,398 万 8,000円の増額でありま

す。これは，先ほど説明いたしましたが，伊達市が行う給食センター業務に係る経費とし

て，平成 25 年度までは負担金として支出しておりましたが，その経費を除いても，１億

7,000 万円の増額となりますし，その他，臨時事業として計上しております，大滝教職員

住宅整備事業費 8,504 万円，噴火湾文化研究所のアトリエ改修工事 6,420万 8,000 円，同

人展開催経費 1,378万円，大滝基幹集落センター運営管理経費 7,052万 2,000 円，館山野

球場改修工事 4,975万円，温水プール及びトレーニング室運営管理委託料 4,900 万円など

の事業費増によるものであります。 

以上，平成 26年度教育費予算についての説明といたします。 

◎守谷委員長 

議案第５号について，質疑はございませんか。 

 学校の委託というのは結構多いんですね。 

◎鈴木学校教育課長 

 学校の保守点検や夜間警備などに学校の維持管理にかかるものを必要最低限，計上して

います。 

◎早瀬委員 

 学校の数は小学校の方が多いんですね。でも中学校の方が委託料は高いと。 

◎鈴木学校教育課長 

 小学校に無くて，中学校にあるものとして一番大きいものは，光陵中学校へのスクール

バスの運行委託2,290万円がありますので，高くなっています。 

◎早瀬委員 

 分かりました。 

◎平田委員 

 社会教育費の文化振興費の中で，美術品購入事業というのが2,000万円くらいあるのです

が，これは何を買われるのですか。 

◎本間文化課長 

 今までは，研究所にいる３人の同人の先生達の絵を市で保有していなかったものですか

ら，３年間かけて美術品を購入するということで，直接購入することでかなり安価になっ

ているのですが，年間1,000万円ずつ３年間で，平成26年度が最後になります。 

 あと，26年度につきましては，渡辺刀匠の刀も市で保有していなかったものですから，

それについても刀匠から買わせていただくということで，購入費200万円程度ですが，予算

計上しています。 
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 後もう一点ですが，アトリエ改修工事があるのですが，今まで民具室として使っていた

スタジオをアトリエに改修した際，今まで使っていた石膏像，モチーフは，野田先生にお

借りしていたものだったんですが，質の良いモチーフとなると日本のものは大雑把である

ということなので，あくまでも精巧なモチーフを購入したいということで800万円程度のも

のを予定しています。 

◎守谷委員長 

 古民具などはどうするのですか。 

◎本間文化課長 

 研究所に保管していた災害用の畳を総合体育館に移動しましたので，その空いた場所に

古民具を一度移して改修します。 

◎平田委員 

 購入された美術品は，一般市民の方も見ることはできますか。 

◎本間文化課長 

 野田先生の絵は，現在，市長応接室に一枚飾っています。また，これから文化展示館を

建設することになっていますので，それができたら展示したいと考えています。 

◎菊地委員 

 同人展の開催は１年おきでしたか。 

◎本間課長 

 はい，平成22年，24年，26年と行っています。一応，３回はやろうということで行って

います。26年度は，東京展，大阪展，伊達展，札幌展を予定していまして，札幌は芸術の

森美術館で行いまして，会場が広いものですから展示する絵も多くなるということで，若

干予算が膨らんでいます 

◎早瀬委員 

 時期はいつものように５月頃ですか 

◎本間課長 

 伊達展は５月初旬，札幌展は５月下旬から，東京展は４月頃になります。 

◎守谷委員長 

 その他ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第５号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第５号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第６号について，教育部長から提案理由の説明をお願いします。 

◎松下教育部長 

それでは，議案第６号「平成26年度 教育行政執行方針」についてご説明いたします。 

大まかな内容につきましては，先月開催の委員協議会の中でご説明し，ご意見を31日ま

でいただくこととしたところでお願いしておりました。 

先日，委員からご意見がありまして，「コミュニケーション力」と「コミュニケーショ
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ン能力」の字句の統一や「社会で活きる実践的な力の育成」の確かな学力の中に「学習意

欲を高める」という字句を追加してはどうか。また，「道徳教育」の中に，「心の教育に

ついて」の記載や「道徳指導の充実を図る」また，「信頼される学校づくり」の中に，「保

護者へ対しての家庭学習の重要性の周知」また，「いじめのない学校の雰囲気づくり」を

入れてはどうかとのご意見をいただきました。 

また，「総合文化展示館」を「総合文化館」と変更しましたのは，予算の事業名と統一

したことによるものです。 

これらのことにつきましては，お手元の説明資料にありますように，上の方が原文で，

下の方が修正したものでアンダーラインで示したように改正し案としたいというものであ

りますので審議のほどよろしくお願いいたします。 

◎守谷委員長 

 道徳教育は小学校何年生からですか。 

◎菅原教育長 

 １年生からやっています。 

◎松下教育部長 

 文部科学省が発行している「心のノート」という教材を使っています。教科書はありま

せん。 

◎菊地委員 

 教育長が前回の教育委員会の時に，伊達の子どもたちの学習時間が足りないし，全般的

にゲームをする時間も長いというようなことも言われてましたし，道徳のことも含めてで

すが，26年度にあたっては強調したところが加えられて良かったのではと思います。 

◎菅原教育長 

 一番は，学習習慣と生活習慣がどうしても必要だということで，「社会で活きる実践的

な力の育成」の確かな学力の一番最初に，前は書いてなかったのですが，「家庭における

学習習慣と望ましい生活習慣の確立を促進してまいります。」ということで，やはり学校

の方からも学校全体の様子を保護者に教えなければ，なかなか改善していかないんです。

子供だけにいくら言っても。やはり親の協力が必要ですから。ですから，今年は各校に取

り組んでもらいたいと考えています。 

◎菊地委員 

 あと，道徳教育も，殺伐としたいろんな事件がある今の世の中で生きていく子どもたち

のために，こういったことで道徳の研究会も昨年ありましたし，先生方もそれを心に留め

て，全体の学習，教育，何の時間であっても，生活全部にわたって，そういう目で見てら

れるんだなということが，これを見ると強調されているのだなと思いました。 

◎菅原教育長 

 必ずしも道徳の時間に限らず，他のいろいろな教科，総合的な学習であったり，また見

学旅行ひとつとっても道徳の勉強になりますし，いろんな面で考えながら進めていきたい

と思っています。 

◎平田委員 

 宿題は根本的に少ないようですね，先日行った新任委員研修会でそう話していました。

北海道は全般的に少ないと。どうやら，気風のようです。秋田や福井は学力上位ですが，

その差は宿題の差だと話されていました。北海道の先生はどうしても授業の中で全部教え
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ている自信があるので，宿題は出さないという方針の方が多いということです。なので宿

題が少ないと。 

◎菅原教育長 

 宿題については学校で決めるものですから，教育委員会としては，なるべく宿題を出す

ようにしてはどうかとは言えますが，出しなさいとは言えないんです。 

 北海道もパンフレットを出して，学年ごとの家庭学習時間の例を示しているのですが，

それがどこまで家庭に浸透しているかはわかりません。 

◎平田委員 

 あと，その研修の中で体力向上の取組みについて話がありました。北海道の子どもたち

は，学力も低いが体力も低くなっているとのことで，道教委では，新体力テストを全学年

で実施していただきたいと言っていまして，それが各学校の取組でできるように対応して

いきたいということでした。 

 それで，今回の教育行政執行方針でその部分にあたるのは３ページの「健やかな体を育

てるため」の部分の３行だと思うのですが，この新体力テストの話を聞いて意識した中で

見させていただくと，若干具体性が乏しいのかなとの感じは受けました。 

◎菅原教育長 

 北海道は昭和62年あたりが子供の体力が高かったようですが，徐々に下がっていって現

在は下位にいます。体を動かさないのが原因ですが，特に女子が低いようです。中学校で

部活をしていない子は体を動かさない，体格はいいようですが，結局は肥満児になってし

まう。 

 道教委からも，体力の向上に向けていろいろと取り組んで下さいとは言われています。

学校の方にも市教委からデータ等を流していまして，体力向上に向けて取り組むようにと

は動いていますが，具体的なものになれば学校でどう動いていくかですね。 

◎松下教育部長 

 具体には方針の中で謳っていませんが，委員協議会でお渡しした資料の中には「全ての

小・中学校において，体力・運動能力の実態把握に向けた体力・運動能力調査の実施をす

る。」と今年度の実施について記載していますので，ご理解いただければと思います。 

◎平田委員 

 わかりました。それともう一つわからなかったところが「スポーツ・レクリエーション

活動の振興」の部分に「ニュー・スポーツの講習会」とありますが，ニュー・スポーツと

はどのようなものですか。 

◎石生涯学習推進課長 

 ニュー・スポーツにはかなりの数がありますが，例えばこの辺りでよく行われている大

会で言えば，トリムバレーやペタンク，フロアカーリングなど，親しみやすいように改良

された軽スポーツのことを指しています。 

◎平田委員 

 わかりました。 

◎守谷委員長 

 その他ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 
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 お諮りいたします。議案第６号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第６号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，「事業の実施・予定」について，各課からの報告をお願いします。 

〔各課から２月の事業の実施報告，３月の予定報告について説明した。〕 

 

◎守谷委員長 

 次に，学校教育課より情報提供がありますのでよろしくお願いします。 

 例年行われます教職員の人事に関する情報提供です。 

（３月に予定されている教職員人事の内申については，教育長の臨時代理とし，３月の教

育委員会定例会で報告することについて情報提供が行われた。） 

◎守谷委員長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成26年２月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （14時38分） 



平成26年３月 教育委員会 

定例会 会議録 
１ 日 時 

 

        開 会  平成26年３月28日(金) 13時10分 

        閉 会  平成26年３月28日(金) 14時04分 

 

２ 場 所 

 

        市役所 第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した委員の氏名 

 

        委員長  守 谷 保 夫 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        教育長  菅 原 健 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 委員を除くほか，会議に出席した者の職氏名 

 

        教育部長       松 下 清 昭 

        学校教育課長     鈴 木 俊 仁 

        生涯学習推進課長   石   秀 隆 

図書館長       小山田 文 彦 

伊達・壮瞥学校給食組合 

所長         飯 尾 敦 司 

         

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  水 野 一 英 

 

７ 会議録署名委員 

 

        委員長 守 谷 保 夫 

        委 員 菊 地 裕 子 
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開 会 （13時10分） 

 

◎守谷委員長 

 ただいまから，平成26年３月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，菊地委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

 本日の会議に付す事件は，議案第１号から報告第２号までの以上10案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 なお，議案第８号から報告第２号までの３件は人事に関する案件ですので，地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第13条第６項の規定により非公開として進めたいと思いま

すが，よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは，早速，議案の審議に入ります。 

 まず，議案第１号及び議案第２号について，関連する案件であることから，一括して学

校教育課長から提案理由の説明をお願いいたします。 

◎鈴木学校教育課長 

 議案第１号「伊達市教育委員会行政組織規則等の一部を改正する規則」及び議案第２号

「伊達市教育委員会事務決裁規程及び特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規

程の一部を改正する訓令」についてご説明いたします。 

 伊達・壮瞥学校給食組合の解散に伴いまして，平成26年４月１日から，伊達市及び壮瞥

町が設置している小学校と中学校に対して，学校給食業務を伊達市が事業主体となり実施

することとなりました。 

 議案書１ページ以降に掲載しております議案第１号は，伊達市教育委員会に学校給食セ

ンターを置くことに伴い改正を必要とする規則３件を一括して改正するというものです。 

 また，議案書９ページ以降に掲載しております議案第２号は，議案第１号と同様に改正

を必要とする訓令２件を一括して改正するものです。 

 議案第１号について，議案書４ページの説明資料でご説明いたします。 

 「２ 改正の内容」のとおり，議案第１号は３件の規則を改正する構成となっておりま

して，(1)の伊達市教育委員会行政組織規則では「教育機関として伊達市学校給食センター

を設置する」，(2)の伊達市教育委員会職員職名規則では「伊達市学校給食センターに学校

給食センター所長を配置する」，(3)の伊達市教育委員会公印規則では「伊達市学校給食セ

ンターに伊達市教育委員会教育長印学校給食センター専用を置いて，その管守者を学校給

食センター所長とする」というものです。 

 なお，施行日は，平成26年４月１日とするものです。 

 続いて，議案第２号について，議案書11ページの説明資料でご説明いたします。 

 「２ 改正の内容」のとおり，議案第２号は２件の規程を改正する構成となっておりま

して，(1)の伊達市教育委員会事務決裁規程では「学校給食センターの決裁事項の規定を加

える」，(2)の特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程では「学校給食センタ

ーの勤務時間等の規定を加える」というものです。 

 こちらも，施行日は，平成26年４月１日とするものです。 

 以上説明とさせていただきます。 
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◎守谷委員長 

 議案第１号及び議案第２号について，質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 これから何年位，この体制でやっていくのですか。 

◎鈴木学校教育課長 

 新しい給食センターができるのが平成29年８月を予定していますので，３年半くらいで

す。 

◎守谷委員長 

 給食関係で何かあった場合は，教育委員会で諮ることがあるということですね。 

◎鈴木学校教育課長 

 学校給食運営委員会で計画や運営の方法を諮りまして，そこで決まったものを教育委員

会で諮るというかたちになります。 

◎守谷委員長 

 他に質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 では，議案第１号から，お諮りいたします。議案第１号については，原案のとおり承認

することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第１号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第２号について，原案のとおり承認することとしてよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第２号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第３号について，学校教育課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎鈴木学校教育課長 

 議案第３号「伊達市学校給食センター条例施行規則」についてご説明いたします。 

 議案書13ページ以降に掲載しております議案第３号は，平成26年第１回市議会定例会に

提案し議決されました「伊達市学校給食センター条例」の施行に伴い，必要な事項を定め

るものです。議案書14ページと15ページを合わせてご覧ください。 

 第１条ではこの規則の趣旨として「条例の施行に関し必要な事項を定めること」を，第

２条では「学校給食センターの業務」について，第３条では「学校給食の区分は完全給食

とすること」を，第４条では「給食費の算定と，その負担者の範囲」について，第５条で

は「規則に定めるほか，必要な事項は教育長が別に定めること」について規定するもので

す。 

 なお施行日は，平成26年４月１日とするものです。 

 以上です。 

◎守谷委員長 

議案第３号について，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 
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 お諮りいたします。議案第３号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第３号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第４号について，生涯学習推進課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎石生涯学習推進課長 

 議案第４号「伊達市立学校施設使用許可に関する規則の一部を改正する規則」について

ご説明いたします。19ページの新旧対照表で説明させていただきます。 

本規則の「第９条 使用料等の減免」でございますが，この第５号から第８号までの規

程の一部を改正するものでございます。 

第５号につきまして，学校開放の利用登録団体のうち，スポーツ少年団，少年団体の減

免の額を定めていますが，この中で付属設備の使用について，他の施設同様実費負担の考

えから使用料を徴するよう改正を行うものでございます。 

また６号から８号につきましても，同様に条文の改正をするものであります。 

なお６号につきましては，それ以外に「屋外運動場を除く学校施設」という部分がござ

いましたけども，もともとグラウンドについては料金の定めがございませんので，表記す

る意味がないということで，他の規程文と同様に改正しております。 

 また７号につきましては，記載のとおり「及び福祉の関係団体（開放に関する規則第５

条第１号に規定する少年団体及び第２号に規定する登録団体を除く。）」と改正するもので

ございます。 

以上です。 

◎守谷委員長 

議案第４号について，質疑はございませんか。 

◎平田委員 

 付属設備使用料というのは，いくら位ですか。 

◎石生涯学習推進課長 

 行政財産使用料条例というのがございまして，そちらに体育館の使用料金ですとか暖房

料金，またジェットヒーターですとかが定められていまして，夜間照明であれば１時間400

円，ジェットヒーターにつきましては１時間100円となっております。 

◎守谷委員長 

 他にありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第４号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第４号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第５号について，生涯学習推進課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎石生涯学習推進課長 

議案第４号「伊達市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則」について，議案 23
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ページの新旧対照表によりご説明いたします。 

本件につきましては，旧市民プールに関係する改正でございますが，規則の中に旧市民

プールの減免規定の条項がありまして，これを旧市民プールの廃止に伴い削除するものと，

合わせて第６条第 1項第２号条文で誤謬のあった部分を改正するものです。 

以上です。 

◎守谷委員長 

議案第５号について，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第５号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第５号については，原案のとおり承認されました。 

 次に，議案第６号について，生涯学習推進課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎石生涯学習推進課長 

それでは，議案第６号「伊達市総合体育館条例施行規則の一部を改正する規則」につい

て，議案 27 ページの新旧対照表によりご説明いたします。 

本案件は，平成26年４月１日から供用開始する「温水プール及びトレーニング室」にお

いて，温水プールを利用する市内のスポーツ少年団の利用料金の減免について所要の改正

を行うものであります。 

先ほど体育施設の一部改正ということで，旧市民プールの減免について削除させていた

だきましたが，新プールにつきましても上下水道代，暖房費等維持経費がかかることから，

旧プールと同様に減免を８割ということで少年団の減免を別立てで設定させていただくも

のでございます。合わせて減免の額につきましては，28ページでございます別表第２で規

定させていただいております。 

また一部各条項におきまして，第６条１号の中で付属設備利用料の取扱いの記述がござ

いませんでしたので，その部分につきましても改正しております。 

 以上です。 

◎守谷委員長 

 議案第６号について質疑ありませんか。 

◎早瀬委員 

 スポーツ少年団の定義というのはあるのですか。 

◎石生涯学習推進課長 

 日本スポーツ少年団というのがありまして，少年団登録制というのがあります。伊達市

でも「伊達市スポーツ少年団本部」というのがありまして，そちらにサッカー，野球，バ

レーなど少年団登録をしていまして，そこに登録されている団体をスポーツ少年団ととら

えております。 

◎早瀬委員 

 それは教育委員会の管轄ではないのですか。 

◎石生涯学習推進課長 

 スポーツ少年団本部がありますが，私どもは事務局でもありません。補助金は出してお
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りますけども。 

体協とも別ですが，少年団本部として体協の１加盟団体にはなっています。 

◎守谷委員長 

 温水プールが減免８割というのは，暖房費が大きいのですか。 

◎石生涯学習推進課長 

旧市民プールの８割も，もともと根拠についてはいろいろ検討したのですが，今回総合

体育館が２年目に入りまして，総合体育館の屋内施設の維持管理費と比較してみましたと

ころ，電気ですとか暖房にかかるペレットですとか，それらの燃料費が，平成24年度の総

合体育館の決算と，温水プールの方は通年の開設でどの位かかるかこれからですが，見込

み量を基にして考えますと，ペレット代で体育館の量と比較して約1.3倍位。そして上下水

道料が，総合体育館の場合シャワーや飲料水程度しか使わないのですが46万円程度，温水

プールでは年間で430万円程度かかると見込んでおりまして，約9.3倍の数字となります。 

人件費も体育館の受付と違いまして，監視員のように常時いるような形になりますので，

そういった部分も体育館よりは維持管理経費がかかると見込んでいますので，これまでど

おり２割負担していただくことになりました。 

◎平田委員 

 利用料金は，旧市民プールと比べてどうなりましたか。 

◎石生涯学習推進課長 

上がりました。 

◎守谷委員長 

プールの水はどのくらいの頻度で替えるのですか。 

◎石生涯学習推進課長 

水そのものは年に１回くらいで，あとは循環ろ過で行っています。 

◎守谷委員長 

それでも水道使用量はかかるんですか。 

◎石生涯学習推進課長 

水道代だけで，旧市民プールと比べて4.8倍程度になっています。プールの深さや数も違

いますけども，まだ設計段階での見込みなものですから。結果はふたを開けてみないとわ

かりません。 

◎守谷委員長 

年に１回だけならそんなにかからない気もするけども。 

◎早瀬委員 

完全に入れ替えるのは１回で，あとは足したり，他に使ったりですね。 

◎石生涯学習推進課長 

それから，やはり期間ですね。今まで４月から11月までしか開設しなかったのですが，

通年で開設することと，開設時間も今までの午後からではなく，朝９時から夜９時までに

なることも見込んでの数字です。 

◎守谷委員長 

 冬の燃料代も大きいですね。室温は23度くらいですか。 

◎石生涯学習推進課長 

室温の方は31度位にしています。 

◎早瀬委員 
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最初のころは多くの方が詰めかけると思うんですが，そういう時は全て指定管理者にお

任せするしかないんですね。入場制限するとか。結構，プールのマナーは意外と知られて

いないですよね。 

◎石生涯学習推進課長 

プレオープンの際に500件以上のアンケートを採ったようですが，やはり，現場で子供が

騒いでいるのに注意しないとか，いろいろあったみたいです。 

それから利用の方も，各種教室の曜日，時間で設けますので，全コースを使ってしまっ

て一般利用ができないということは，市民大会は別として，少ないとは思います。コース

別の使い分けなども計画はしていますが，実際稼働した時にどのような要望や意見がある

か，現場も含めて指定管理者とも協議していくことになると思います。 

◎守谷委員長 

その他，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第６号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第６号については，原案のとおり承認されました。 

次に，議案第７号について，生涯学習推進課長から提案理由の説明をお願いします。 

◎石生涯学習推進課長 

それでは，議案第７号「伊達市スポーツ推進委員規則の一部を改正する規則」について，

議案 31 ページの新旧対照表によりご説明いたします。 

 本件につきましては，スポーツ推進委員規則第７条に推進委員の被服支給が規定されて

おります。スポーツ推進委員の任期が２年なのですが，２年に１度ジャージの上下とＴシ

ャツそれぞれ１着を支給することとなっておりました。 

今回の改正にあたりましては，再任用者もいることから，２年に１回ではなく引き続き

使用できること，またＴシャツでは無くポロシャツにできないかとの意見もあり，規定の

追加と品目の変更をさせていただきました。 

ジャージにつきましては，予算上は新規の方だけを計上しまして，今後モデルチェンジ

などで揃いのものが買えなかった場合は，推進委員全員の分ということで考えております。 

以上です。 

◎守谷委員長 

 議案第７号について質疑ありませんか。 

◎平田委員 

 ポロシャツの方が良いということですか。 

◎石生涯学習推進課長 

全道の研究大会などに数名出られることがあるのですが，その際に統一したジャージを

着用するのですが，夏場の開催時にはできればポロシャツの方がという意見がありまして，

品目が規定されているものですから，今回改正したものであります。 

◎守谷委員長 

その他，質疑はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎守谷委員長 

 お諮りいたします。議案第７号については，原案のとおり承認することとしてよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎守谷委員長 

 議案第７号については，原案のとおり承認されました。 

 

 議案第８号の非公開案件は，原案のとおり承認される。 

 

 報告第１号の非公開案件は，報告として受理される。 

 

 報告第２号の非公開案件は，報告として受理される。 

 

◎守谷委員長 

 次に，「事業の実施・予定」について，各課からの報告をお願いします。 

〔各課から３月の事業の実施報告，４月の予定報告について説明した。〕 

 

◎守谷委員長 

 次に，学校教育課より情報提供がありますのでよろしくお願いします。 

◎鈴木学校教育課長 

 〔平成26年度伊達市教育委員会定例会のスケジュールについて情報提供を行った。〕 

◎石生涯学習推進課長 

 〔まなびの里サッカー場のオープンに際しての，除雪協力について情報提供を行った。〕 

 

◎守谷委員長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成26年３月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （14時04分） 


